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議 事 日 程（第２号） 

 

令和２年第６回美瑛町議会定例会 

令和２年９月１８日午前９時３０分開議 

 

第 １         会議録署名議員の指名について 

第 ２  議案第 １ 号 美瑛町職員の給与に関する条例の一部改正について 

第 ３  議案第 ２ 号 令和２年度美瑛町一般会計補正予算（第６号）について 

第 ４  議案第 ３ 号 令和２年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算（第２号）について 

第 ５  議案第 ４ 号 令和２年度美瑛町水力発電事業特別会計補正予算（第１号）について 

第 ６  議案第 ５ 号 令和２年度美瑛町白金泉源事業特別会計補正予算（第１号）について 

第 ７  議案第 ６ 号 令和２年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について 

第 ８  議案第 ７ 号 令和２年度美瑛町水道事業会計補正予算（第３号）について 

第 ９  議案第 ８ 号 令和２年度美瑛町立病院事業会計補正予算（第２号）について 

第１０  議案第 ９ 号 教育委員会委員の任命について 

第１１ 議案第１０号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

第１２ 議案第１１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

第１３ 議案第１２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

第１４ 議案第１３号 指定管理者の指定について 

第１５ 認定第 １ 号 令和元年度美瑛町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第１６ 認定第 ２ 号 令和元年度美瑛町老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第１７ 認定第 ３ 号 令和元年度美瑛町農業研修施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第１８ 認定第 ４ 号 令和元年度美瑛町水力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第１９ 認定第 ５ 号 令和元年度美瑛町白金泉源事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第２０ 認定第 ６ 号 令和元年度美瑛町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第２１ 認定第 ７ 号 令和元年度美瑛町水道事業会計決算の認定について 

第２２ 認定第 ８ 号 令和元年度美瑛町立病院事業会計決算の認定について 

第２３ 報告第 １ 号 令和元年度美瑛町健全化判断比率及び資金不足比率について 

第２４ 報告第 ２ 号 債権の放棄について 

第２５ 意見書案第８号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し 

地方税財源の確保を求める意見書について 

第２６ 意見書案第９号 国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書について 

第２７ 意見書案第 10 号 種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書について 



 

－ 2 － 

第２８        議員の派遣について 

第２９        所管事務調査の申し出について 
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○出席議員（１４名） 

１番  保 田   仁 議員 

２番  坂 田 美 香 議員 

３番  増 山 和 則 議員 

４番  濱 田 洋 一 議員 

５番  大 坪 正 明 議員 

６番  中 村 倶 和 議員 

７番  穂 積   力 議員 

８番  桑 谷   覺 議員 

９番  高 田 紀 子 議員 

１０番  野 村 祐 司 議員 

１１番  青 田 知 史 議員 

１２番  山 本 賢 一 議員 

１３番  八 木 幹 男 議員 

議長 １４番  佐 藤 晴 観 議員 

 

 

○欠席議員（なし） 
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○出席説明員 

町 長  角 和 浩 幸 君 

副 町 長  池 田 由 行 君 

会 計 管 理 者  鈴 木 貴 久 君 

総 務 課 長  小 杉 昌 敏 君 

まちづくり推進課長  今 瀧   毅 君 

移住定住推進室長  髙 島 和 浩 君 

税 務 課 長  川 合 実智代 君 

住 民 生 活 課 長  高 木 比斗志 君 

保 健 福 祉 課 長  今 野 聖 貴 君 

地域包括支援センター所長  高 崎 史江里 君 

子ども・子育て支援室長  樫 山 尚 代 君 

商工観光交流課長  栗 原 行 可 君 

文化スポーツ課長  平 間 克 哉 君 

農 林 課 長  吉 川 智 巳 君 

建 設 水 道 課 長  山 下 浩 史 君 

水 道 整 備 室 長  長 野 克 哉 君 

町立病院事務局長  観 音 太 郎 君 

総 務 課 長 補 佐  鈴 木   誠 君 

総 務 課 財 政 係 長  松 岡   歩 君 

 

教 育 長  千 葉 茂 美 君 

管 理 課 長  梶 原 祐 治 君 

図 書 館 長  山 上 修 司 君 

 

農 業 委 員 会 会 長  只 野   透 君 

農業委員会事務局長  冨 田 敏 博 君 

 

代 表 監 査 委 員  大 西 宣 充 君 
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○書記 

事 務 局 長  新 村   猛 君 

次 長  才 川 育 世 君 
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午前９時３０分 開議 

 

開議挨拶 

 

○議長（佐藤晴観議員） おはようございます。昨日に引き続き、早朝よりご参集をいただきま

してありがとうございます。今日は特別委員会を立ち上げなどですね、長丁場となりますが、

慎重審査をお願い申し上げます。 

 

開議宣告 

 

○議長（佐藤晴観議員） 本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は、１４人であります。

本日の議事日程は、印刷物で配布のとおりであります。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会

議規則第１２６条の規定によって、２番坂田美香議員と１２番山本賢一議員を指名します。 

 

日程第２ 議案第１号 美瑛町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２、議案第１号、美瑛町職員の給与に関する条例の一部改正に

ついての件を議題とします。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉総務課長。 

（総務課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○総務課長（小杉昌敏君） おはようございます。議案第１号の提案理由につきまして、ご説明

を申し上げます。議案集につきましては１頁、条例の改正要旨及び新旧対照表は別冊資料の

１頁から５頁になります。今回の美瑛町職員の給与に関する条例の一部改正は、人事院規則が

改正され、新型コロナウイルス感染症対策に従事した職員に対して、特殊勤務手当（防疫等作

業手当）を支給する旨規定されたことから、本条例の一部を改正するものです。最初に議案を

朗読し、その後、資料に基づき、改正内容の説明をいたします。それでは、議案集１頁をお開

き願います。 

（議案の朗読を省略する） 
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次に、別冊の資料に基づきましてご説明を申し上げます。別冊資料の１頁をお開き願います。 

１の改正の要旨につきましては、冒頭の提案理由で説明したとおりですので説明を省略いた

します。 

２の改正の概要は、職員が、新型コロナウイルス感染症から町民等の生命及び健康を保護す

るため、緊急に行われた措置に係る業務に従事した際に、１日につき４，０００円を上限に特

殊勤務手当（防疫等作業手当）を支給する旨、規定するとともに、その他条文の整備を行うも

のでございます。 

３の手当の内容につきましては、業務の内容により１日当たりの手当の額が４，０００円と

３，０００円に区分されております。新型コロナウイルス感染症等に対する感染リスクの高い

診察や検体の採取及び感染者等に直接接触する業務にあっては、１日当たり４，０００円と規

定し、感染者等に直接接触しない患者情報の聞取り、問診、検査や消毒等の業務は３，０００

円と規定しております。 

４の施行期日は公布の日から施行となります。 

なお、資料２頁から５頁までの新旧対照表の説明は省略をいたします。議案集１頁にお戻り

願います。 

下から２行目の附則から朗読いたします。附則、この条例は、公布の日から施行する。 

以上で、議案第１号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。改正条例全文について質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、６番中村です。医療関係者の感染予防は大切な課題であるとい

う認識を持っております。しかし、今回ですね、この条例の一部改正、これは防疫等業務手当

とありますが、その趣旨がはっきりしない。目的、それから手段も具体的に記載されている訳

ではありません。これはですね、危険業務に対する危険手当なのか、それから危険手当によっ

て受けるストレスに対する慰労手当なのか、またはその他の理由なのか、お聞きします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 小杉総務課長。 

○総務課長（小杉昌敏君） 今回の特殊勤務手当の内容でございますけれども、新型コロナウイ

ルス感染症に伴いまして、実際のところ町内の医療機関においても、感染者及び感染を疑われ

る方の診察等を医療関係者が行うという形になっております。それらの感染リスク等を考えた

際に、国あるいは北海道でも規定しておりますし、それらの基準に合わせた中で、感染リスク

に伴う部分の作業について、特殊勤務手当に新たに規定して対応するものでございます。 

（「はい」の声） 
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○議長（佐藤晴観議員） ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、６番中村です。危険業務というのはですね、この労働界の中に

あっても、その他にあっても山ほどあります。その場合ですね、各々その職場に対して危険防

止の処置が取られる訳です。今回の医療関係者の職場においてもですね、そういう防御は既に

されてるはずです。しかし、さらなる防御といえばですね、ＰＣＲ検査や抗原検査などあるで

しょう。まず、それをやることが先決ではないかと思うんですね。手当を支給してもですね、

危険が消える訳ではないんです。ストレスも消える訳ではないんです、家庭において。この辺

はどういうお考えなんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 小杉総務課長。 

○総務課長（小杉昌敏君） あくまで今回の特殊勤務手当につきましては、新型コロナウイルス

感染症の感染が疑われる患者さん、要はＰＣＲ検査、あるいは抗原検査が必要となる患者さん

に対して、発生届ということで、法に基づく発生届を提出しますけれども、その発生届を提出

する患者さんの業務に対して直接あるいは間接的に関わった医療関係者等に対して支給する

ものでございますので、予防という観点というよりも、そういう業務に携わったということの

意味で特殊勤務手当を支給するということでございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１番保田議員。 

○１番（保田 仁議員） はい、１番保田です。新型コロナウイルス感染症患者に対する医療行

為に従事します医師、それから看護師、それから医療技術者、あと会計事務担当者に対しまし

ては、感染リスクが高まる中、懸命に任務についていただくということは大変重要なことだと

思ってますし、感謝しているところであります。今回、特殊勤務手当を支給するということに

ついては異論のないところでありますし、ぜひ必要なことだと思っております。そこで、ちょ

っと１点質問なんですけれども、資料のですね１頁目の３番、手当の内容というところで、新

型コロナウイルスの患者又は新型コロナウイルス感染の疑いがある患者ということで、新型コ

ロナウイルスに感染した者と感染の疑いがある者に手当を支給するということなんですけれ

ども、町立病院のですね、議員協議会の資料なんか見ますとですね、３００名ほどがですね２

月から８月まで新型コロナウイルス感染が疑われる発熱患者ということで３００名ほどが８

月までに受診しているということですが、その医療従事者に対して疑われる者という区分けで

すね、例えば３００名に対して全て従事した者に支払われるのか、それともそこら辺の疑いが

ある患者のですね、区分けをですねどのようにするのかっていうところをですね、１点お聞き

したいと思います。 
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（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 小杉総務課長。 

○総務課長（小杉昌敏君） 手当の支給対象となる感染を疑われる方という内容につきましては、

実際医師が判断をして、ＰＣＲ検査、あるいは抗原検査をする必要があると認めた方と、当然、

必要があるという段階で医師の方は感染症法に基づいた発生届というものを書く形になりま

すので、それが提出された患者さんに対する行為に対しての特殊勤務手当の支出ということに

なりまして、３００名というのは他のインフルエンザですとか通常の風邪等も含めた中の発熱

患者の外来数という部分と、あるいは問い合わせのあった数ということだと思いますけれども、

実際２月の本町の感染者の発生から現在まで、実際ＰＣＲ検査を町立病院で受けた方というの

が１８名おります。そして、抗原検査につきましては町立病院で８月から実施しておりますけ

れども、抗原検査を受けられた方が４名おられます。その１８名と４名、それらの方に係る医

療行為等について、今回の対象者としては、そういう方に対する部分が対象になるということ

ですので、発熱があったというだけで特殊勤務手当の対象になるということではございません。

あくまでも感染の疑いがあるという部分につきましてはＰＣＲ検査、あるいは抗原検査を実施

するということで医師が判断した、発生届を出したものということで考えてございます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） １番保田議員。 

○１番（保田 仁議員） １番保田です。今のご答弁の中でいけば、例えば３００人発熱で受診

して、その中で合計２４人が発生届を提出していると、その２４人の医療行為をした医師、そ

れから看護師さんに対して手当を支給するというところで、それは過去の部分なんですけども、

今後もそういったことで医師の判断によって発生届を出した者を診療した者に対して支払う

ということで、そこら辺の区分けというのは医師の判断に任せられているという形でよろしい

でしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 小杉総務課長。 

○総務課長（小杉昌敏君） あくまで患者さんが来られて、新型コロナウイルスの可能性があり、

その検査を必要とするかどうかというのは医師が判断することになりますので、あるいは発熱

がいつから続いているのか、あるいは肺炎の症状がどうなのか、それらを医者が確認した中で

ＰＣＲ検査、あるいは抗原検査の必要があると判断した場合ということになりますので、あく

までその判断については、医師が行うということになります。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２、議案第１号の件を採決します。議案第１号、美瑛町職員の給与に関する

条例の一部改正についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第３ 議案第２号 令和２年度美瑛町一般会計補正予算（第６号）について 

日程第４ 議案第３号 令和２年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算（第２号） 

について 

日程第５ 議案第４号 令和２年度美瑛町水力発電事業特別会計補正予算（第１号）につ 

いて 

日程第６ 議案第５号 令和２年度美瑛町白金泉源事業特別会計補正予算（第１号）につ 

いて 

日程第７ 議案第６号 令和２年度美瑛町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）に 

ついて 

日程第８ 議案第７号 令和２年度美瑛町水道事業会計補正予算（第３号）について 

日程第９ 議案第８号 令和２年度美瑛町立病院事業会計補正予算（第２号）について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第３、議案第２号、令和２年度美瑛町一般会計補正予算（第６号）

についての件、日程第４、議案第３号、令和２年度美瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算

（第２号）についての件、日程第５、議案第４号、令和２年度美瑛町水力発電事業特別会計補

正予算（第１号）についての件、日程第６、議案第５号、令和２年度美瑛町白金泉源事業特別

会計補正予算（第１号）についての件、日程第７、議案第６号、令和２年度美瑛町公共下水道

事業特別会計補正予算（第３号）についての件、日程第８、議案第７号、令和２年度美瑛町水

道事業会計補正予算（第３号）についての件及び日程第９、議案第８号、令和２年度美瑛町立

病院事業会計補正予算（第２号）についての件を一括議題とします。これから各議案の提案理

由の説明を求めます。はじめに、議案第２号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉総務課長。 

（総務課長 小杉 昌敏君 登壇） 
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○総務課長（小杉昌敏君） 議案第２号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。議案集

につきましては、２頁から２５頁になります。今回の補正予算の主なものは、地域内の経済循

環や地域コミュニティの醸成などを目的とした地域通貨導入事業の実施、まちづくり寄附金の

増加に伴う返礼品と経費の追加、新生活スタイル対応型補助事業の実施に伴う美瑛町中小企業

者等振興補助事業の追加、冬季観光客誘客のためのびえいの観光応援事業の追加、使用料の減

免措置により減収となった各会計への繰出金の追加、新型コロナウイルス感染症の影響により

中止となった各種事業費の減並びに地方創生臨時交付金の２次交付に係る財源調整などでご

ざいます。それでははじめに議案を朗読し、その後内容の説明をいたします。議案集の２頁を

お開き願います。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書により、ご説明を申し上げます。はじめに、歳出

からご説明いたします。議案集の１０頁をお開き願います。 

歳出、第１款議会費、第１項議会費、補正額３４７万９，０００円の減額です。新型コロナ

ウイルス感染症の拡大による調査研修等の中止による旅費、負担金の減額でございます。 

第２款総務費、第１項総務管理費、第２目一般管理費、補正額８８１万６，０００円の追加

です。説明欄（１）の一般管理事業は、まちづくり寄附件数の増に伴う返礼品等の発送に係る

郵便料、宅配料で９３８万円の追加。（２）の職員研修事業は、新型コロナウイルス感染症の拡

大による研修会旅費及び負担金５６万４，０００円の減額です。 

第５目財産管理費、補正額１９１万２，０００円の追加です。説明欄（１）の財産維持管理

事業は、８月７日の暴風により破損した旧美瑛地域農業開発事業所倉庫の修繕料の追加で

１５８万２，０００円。（２）の庁舎維持管理事業は、役場のトイレ故障等の修繕料で３３万円

の追加です。 

第６目情報管理費、補正額２１５万６，０００円の追加です。国外転出者のマイナンバー利

用対応のための住民基本台帳システム改修委託料の追加でございます。 

第７目地域振興費、補正額５，１６９万６，０００円の追加です。説明欄（１）の日本で最

も美しい村推進事業は、新型コロナウイルス感染症の影響による、世界で最も美しい村連合会

総会の中止及び日本で最も美しい村連合定期総会を書面会議としたことによる旅費、負担金の

減額でございます。（２）の地域産業連関分析事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により

平年の観光動態を把握できなかったことにより、観光経済波及効果分析を先送りしたことによ

る委託料の減でございます。（３）の地域通貨導入事業は、地域内経済循環、地域コミュニティ

の醸成、新型コロナウイルス感染症対策を目的としたデジタル地域通貨の導入実験に要する経

費で、地域通貨啓発費用、ポイントカード作成費用及び送付費用、加盟店決済用備品の購入、

ポイント決裁補助金の追加補正で合計５，４８５万５，０００円の追加でございます。 
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議案集１２頁に移ります。第８目移住対策費、補正額５５３万８，０００円の追加です。説

明欄（１）のセカンドホームツーリズム事業は、セカンドホームのユニットバスの入替工事費

６５万６，０００円の追加。（２）の定住促進住宅管理事業は、劣化が激しい東町住宅５号室の

外壁及び内部改修工事経費４６６万７，０００円の追加。（３）の移住定住促進協議会準備会補

助事業は、移住に関する情報の収集及び提供、移住体験ツアーやイベントの企画運営を目的と

した美瑛町移住定住促進協議会の創設に向けた準備会に要する費用２１万５，０００円の追加

です。 

第１１目災害対策費、補正額３０万円の追加です。防災無線屋外子局の落雷による破損に伴

う修繕料の追加です。 

第１３目諸費、補正額３，８４２万６，０００円の追加です。説明欄（１）の地域情報通信

基盤管理運営事業は、光ケーブル切断等に伴う維持修繕費で９２万４，０００円の追加。（２）

の過年度歳入過誤納還付金は、法人住民税及び個人住民税等の還付金で８３万１，０００円の

追加。（３）のまちづくり寄附管理事業は、まちづくり寄附金の件数増に伴う返礼品及び公金代

理納付システム利用料、クレジットカード決済に要する費用で３，６６７万１，０００円の追

加補正でございます。 

第３項戸籍住民登録費、第１目戸籍住民登録費、補正額４８８万４、０００円の追加です。

国外転出者のマイナンバー利用対応のための戸籍附票システム改修委託料の追加でございます。 

議案集１４頁に移ります。第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目社会福祉総務費、補正

額４６万円の減額です。説明欄（１）の社会福祉管理事業は、会計年度任用職員報酬５月、

６月分を子育て世帯への臨時特別給付金事業に振り替えたことにより２６万円の減。（２）の戦

没者追悼式事業は、新型コロナウイルス感染症感染防止のため音楽行進の中止等による消耗品

等の減が２０万円です。 

第２目高齢者福祉費、補正額２５０万円の減額です。外国人介護福祉人材育成支援事業の留

学生２名予定が１名となったことによる減額でございます。 

第３目障害者福祉費、補正額６４３万４，０００円の追加です。説明欄（１）の地域生活支

援事業は、ストーマ用装具の使用者の増加による日常生活用具給付事業費の増加で１５０万円

の追加。（２）の障害相談支援センター運営事業は、新型コロナウイルス感染症防止対策として、

消毒用品、リモート備品の購入で５０万７，０００円の追加。（３）の栄町センター改修事業は、

町所有の建物を障害者福祉サービスの就労継続支援事業所として活用するための整備費用

４４２万７，０００円の追加です。 

第７目地域支援事業費、補正額３４万８，０００円の追加です。新型コロナウイルス感染症

対策として非接触型体温計、手指消毒用アルコール等の消耗品及びパーテーション購入費の追

加でございます。 
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第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費、補正額３，８１７万９，０００円の追加です。

説明欄（１）の施設型給付費事業は、施設利用の増による負担金３，６７０万９，０００円の

追加です。（２）の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業は、新型コロナウイルス感染症

対策で子ども支援センター、子ども・子育て支援室と保健センターのリモート相談体制整備に

必要な備品の購入費１４７万円の追加です。 

第４目子ども支援センター費、補正額５７万６，０００円の追加です。新型コロナウイルス

感染症対策の消毒用品の購入及びリモート会議相談に対応するための修繕料、備品購入費の追

加です。 

議案集１６頁に移ります。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１目保健衛生総務費、補正

額４９５万１，０００円の追加です。老人保健施設ほの香の新型コロナウイルス感染症予防の

ために実施する居室の個室化改修に要する経費の老人保健施設事業特別会計繰出金４９５万

１，０００円の追加でございます。 

第２目保健指導費、補正額３０万６，０００円の追加です。新型コロナウイルス感染症対策

として実施する育児力育成指導事業に係るオンライン相談に要する消耗品費、備品購入費の追

加です。 

第６目環境衛生費、補正額８５万８，０００円の追加です。説明欄（１）の合併処理浄化槽

設置整備事業は、合併処理浄化槽設置件数の増加に伴う設置整備事業補助金４９万４，０００

円の追加です。（２）の蜂駆除事業は、蜂の巣駆除件数の増に伴う消耗品及び駆除手数料３６万

４，０００円の追加でございます。 

議案集１８頁に移ります。第７款商工費、第１項商工費、第２目商工業振興費、補正額

１，０３１万７，０００円の減額です。説明欄（１）の企業振興促進補助事業は、株式会社ラ・

テールに対する事業場新設及び雇用助成に伴う補助金で６８万３，０００円の追加。（２）の美

瑛町中小企業者等振興補助事業は、新型コロナウイルス感染症による新生活スタイルの実践を

講じながら、売り上げの維持に資する取り組みに要する経費に対する補助で１，５００万円の

追加。（３）の緊急経営支援対策特別融資貸付金は、融資取扱期間延長に伴い４００万円の追加。

（４）の経営持続化支援事業は、助成金申請見込み額の減少に伴う減で３，０００万円の減額

です。 

第３目観光費、補正額４，３６２万７，０００円の追加です。説明欄（１）の白金泉源事業

特別会計繰出金は、新型コロナウイルス感染症の影響による泉源使用料の減免分に係る減額分

の繰り出し８００万円の追加です。（２）の観光センター運営管理事業は、夜間のトイレ開放に

伴う光熱水費の増及び暖房機器取替修繕費用で４６万８，０００円の追加。（３）の観光振興対

策事業は、桜まつりライトアップ事業の中止により５０万円の減額。（４）の青い池管理運営事

業は、管理棟電気料の増及び駐車場チケット印刷費の増で３１万８，０００円の追加。（５）の
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びえいの観光応援事業は、新型コロナウイルス感染症による経済対策として、冬季観光誘客促

進に向けた事業実施に伴う追加で宿泊誘客推進事業として宿泊助成びえい割の追加分が

３，０００万円、冬の町内観光施設巡回バス事業として１５１万５，０００円の追加、冬の観

光ＰＲ事業の追加が３８２万６，０００円で、合計３，５３４万１，０００円の追加でござい

ます。 

第６目交流推進費、補正額５６４万６，０００円の減額です。新型コロナウイルス感染症の

影響による丘のまちフェスティバル事業の中止及び桜まつりの中止に伴う減額でございます。 

第２項文化スポーツ振興費、第７目保健体育施設費、補正額５９万２，０００円の追加です。

町民スキー場圧雪車のブレーキ修繕経費でございます。 

第８目イベント推進費、補正額１４７万８，０００円の追加です。イベント用圧雪車のミル

上下作動シャフトの部品の故障による修繕経費１４７万８，０００円の追加でございます。 

議案集２０頁に移ります。第８款土木費、第２項道路橋梁費、第１目道路維持修繕費、補正

額５５万円の追加です。８月７日の強風による道路維持資材庫シャッターの破損による修繕費

の追加でございます。 

第２目道路新設改良費、補正額はなく、国庫支出金の減に伴う財源調整でございます。 

第４項都市計画費、第２目公共下水道費、補正額６０万円の追加です。公共下水道事業特別

会計において新型コロナウイルス感染症の影響に伴う下水道使用料の減免措置により使用料が

減額となることから、使用料の減収分を一般会計から公共下水道事業特別会計へ繰り出しを追

加するものでございます。 

第９款消防費、第１項消防費、補正額はなく、地方債の増加に伴う財源調整でございます。 

続きまして２２頁に移ります。第１０款教育費、第１項教育総務費、第２目事務局費、補正

額１３万８，０００円の追加です。教職員健康診断の受診者確定及び単価アップに係る追加補

正でございます。 

第３目学校給食費、補正額５８万円の追加です。夏季休業の短縮による出勤日数の増に伴う

給食従事員の期末勤勉手当の増及び学校給食管理ソフトの購入経費の追加でございます。 

第２項小学校費、第１目学校管理費、補正額７２万３，０００円の追加です。新型コロナウ

イルス感染症対策用消耗品費の追加でございます。 

第２目教育振興費、補正額１１万７，０００円の減額です。説明欄（１）の学校図書室シス

テム化事業は、新型コロナウイルス感染症対策のための図書除菌ボックス購入に係る追加で

７７万５，０００円。（２）の小学校総合的な学習の時間交付金は、新型コロナウイルス感染症

による事業中止により２５万２，０００円の減額。（３）のこころのプロジェクト推進事業は、

新型コロナウイルス感染症による事業中止により６４万円の減額でございます。 

第３項中学校費、第１目学校管理費、補正額５１万５，０００円の追加です。新型コロナウ
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イルス感染症対策用の消耗品費の追加でございます。 

第２目教育振興費、補正額１８万７，０００円の追加です。説明欄（１）の学校図書室シス

テム化事業は、新型コロナウイルス感染症対策のため、図書除菌ボックス購入に伴う追加が

３８万８，０００円。（２）の中学校総合的な学習の時間交付金は、新型コロナウイルス感染症

による事業中止により２０万１，０００円の減額でございます。 

第４項社会教育費、第２目公民館費、補正額１００万円の減額です。新型コロナウイルス感

染症の影響による出会いふれあい祭り事業中止に伴う減額でございます。 

第３目図書館費、補正額３３９万３，０００円の追加です。図書館給水管の漏水修繕経費及

び図書館図書消毒器購入に係る追加補正でございます。 

議案集２４頁に移ります。第１２款諸支出金、第１項普通財産取得費、第９目丘のまちびえ

いまちづくり基金費、補正額２，６９３万６，０００円の追加です。７月補正以降、まちづく

り寄附金１，８６８件分２，６９３万６，０００円を丘のまちびえいまちづくり基金に積立て

る補正でございます。 

第２項公営企業費、第１目上水道事業補助金、補正額９４２万円の追加です。新型コロナウ

イルス感染症の影響に伴う水道使用料の減免措置により、水道使用料の減額に対する一般会計

から水道事業会計への補助金９４２万円の追加でございます。 

次に、事項別明細書の歳入について説明をいたします。議案集の６頁にお戻りを願います。

歳入、第１４款国庫支出金、第１項国庫負担金、第１目民生費負担金、補正額２，００２万

６，０００円の追加です。施設利用者増による施設型給付費等負担金の追加でございます。 

第２項国庫補助金、第１目総務費補助金、補正額３億１，８８４万３，０００円の追加です。

１の社会保障・税番号システム整備費補助金は、国外転出者のマイナンバー利用に対応するた

めの住民基本台帳システム及び戸籍附票システムの改修に係る補助金で７０４万円の追加。２

の地方創生推進交付金は、地域産業連関分析事業及び観光振興対策事業の事業費減に伴う交付

金の減で１２１万３，０００円の減額。３の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金は、第２次交付限度額分に係る追加で３億１，３０１万６，０００円の追加でございます。 

なお、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、１次分２次分含めまして４億

６２２万７，０００円の上限額で示されてございます。 

第２目民生費補助金、補正額２２２万円の追加です。地域生活支援事業補助金は、日常生活

用具給付費の増により７５万円の追加。新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金は、子

ども支援センター、子ども・子育て支援室、保健センター間のリモートによる会議や面談など

の体制整備経費に対する交付金で１４７万円の追加です。 

第３目衛生費補助金、補正額３２９万円の追加です。説明欄１の合併処理浄化槽設置費交付

金は、合併浄化槽設置件数の増加に伴う交付金の増で３万１，０００円の追加。説明欄２の母
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子保健医療対策総合支援事業補助金は、育児相談等のオンライン化に向けた経費に対する補助

金で１５万３，０００円の追加。説明欄３の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金は、老

人保健施設ほの香の個室化改修に対する交付金で３１０万６，０００円の追加でございます。 

第４目土木費補助金、補正額６，６３９万６，０００円の減額です。社会資本整備総合交付

金事業の交付金配当額決定による、説明欄１から６の各道路の改良舗装事業交付金の減額でご

ざいます。 

第１５款道支出金、第１項道負担金、第１目民生費負担金、補正額１，０４２万５，０００

円の追加です。施設利用増等による施設型給付費等負担金の追加です。 

第２項道補助金、第２目民生費補助金、補正額３７万５，０００円の追加です。日常生活用

給付費の増による地域生活支援事業費補助金の追加です。 

第５目商工費補助金、補正額３５万９，０００円の減額です。観光センター改修事業に対す

る環境保全施設整備交付金の額確定による減額でございます。 

第１７款寄附金、第１項寄附金、補正額２，６９３万６，０００円の追加です。まちづくり

寄附金１，８６８件分の追加でございます。なお、まちづくり寄附金は８月２５日現在で

２，９０９件で、４，５４５万円程となってございます。 

第１８款繰入金、第１項繰入金、補正額１，９１９万６，０００円の減額です。説明欄１の

福祉基金繰入金は、外国人介護福祉人材育成支援事業の事業費減に伴い２００万円の減額。説

明欄２の、丘のまちびえいまちづくり基金繰入金は、地方創生臨時交付金の追加に伴う小学校

管理運営事業、中学校管理運営事業への充当減などによる減で１，７１９万６，０００円の減

額でございます。 

議案集８頁に移ります。第１９款繰越金、第１項繰越金、補正額５，５３４万４，０００円

の追加です。財源調整によるものです。令和元年度の繰越金は２億２，９４６万１，０００円

で、今回の補正による繰越金の計上額が２億１，９９１万５，０００円となり、繰越金の保留

額は９５４万６，０００円となってございます。 

第２０款諸収入、第５項雑入、補正額１億７，１６０万８，０００円の減額です。説明欄１

の町有建物災害共済金は、道路維持資材庫及び水道施設の建物被災に伴う共済金で２６９万

５，０００円の追加。説明欄２の外国人介護福祉人材育成支援事業外負担金は、外国人留学生

の減に伴い５０万円の減額。説明欄３の北海道市町村備荒資金組合超過納付金は新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加による財源調整で１億７，５４８万９，０００円

の減額。説明欄４の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金は、交付見込みにより

１４２万６，０００円の追加。説明欄５の多面的機能支払交付金事業返還金は、国庫補助事業

の事業費精算に伴う還付金に係る活動組織からの返還金分で２６万円の追加です。 

第２１款町債、第１項町債、第４目商工債、補正額５３０万円の減額です。丘のまちフェス
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ティバルの中止に伴う過疎対策（ソフト分）交流推進事業債の減額でございます。 

第５目土木債、補正額５，５７０万円の追加でございます。社会資本整備総合交付金の配当

額決定により地方債に振り替えたことから、（１）から（６）の道路整備事業債を追加するもの

でございます。 

第６目消防債、補正額３０万円の追加です。起債の一次同意額確定に伴う消防施設整備事業

債の追加でございます。 

次に、５頁をお開き願います。第２表地方債補正になります。変更前の地方債の総額６億

６５０万円に５，０７０万円を追加し、変更後の地方債の総額を６億５，７２０万円とするも

のでございます。起債の目的、変更前限度額、変更後限度額のみ申し上げ、個別の事業名は省

略をさせていただきます。 

第２表地方債補正、（変更）、辺地対策事業、変更前限度額１億３，０７０万円、変更後限度

額１億８，６４０万円、過疎対策事業、変更前限度額２億６，９４０万円、変更後限度額２億

６，４４０万円、合計、変更前限度額６億６５０万円、変更後限度額６億５，７２０万円。な

お、起債の方法、利率、償還の方法については変更はございません。 

３頁、４頁の第１表歳入歳出予算補正についての説明は省略をさせていただきます。 

以上で、議案第２号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第３号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今野保健福祉課長。 

（保健福祉課長 今野 聖貴君 登壇） 

○保健福祉課長（今野聖貴君） おはようございます。議案第３号の提案理由につきまして、ご

説明申し上げます。議案集は２６頁から３１頁になります。この度の補正予算は、歳出では、

新型コロナウイルス等感染拡大防止対策として、美瑛町老人保健施設ほの香、多床室の個室化

改修に要する請負工事費の追加補正、歳入では、繰越金の確定に伴う整理などによるものです。

はじめに、議案条文を朗読させていただきます。議案集２６頁をお開きください。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。はじめに歳出からで

す。議案集の３０頁、３１頁をお開きください。 

歳出、第１款施設事業費、第１項管理費、第１目一般管理費、補正額５００万円の追加です。

新型コロナウイルスの感染拡大防止するためのほの香、多床室の個室化に要する改修工事費の

増額補正です。 

次に歳入のご説明を申し上げます。２８頁、２９頁にお戻りください。 

歳入、第２款繰入金、第１項繰入金、第１目一般会計繰入金、補正額４９５万１，０００円



 

－ 18 － 

の追加です。改修工事に要する財源としての繰入金の増額補正になります。 

第３款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金、補正額４万９，０００円の追加になります。

繰越金の確定に伴う増額補正となります。 

２７頁の第１表歳入歳出予算補正は説明を省略させていただきます。 

以上で、議案第３号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第４号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

（水道整備室長 長野 克哉君 登壇） 

○水道整備室長（長野克哉君） おはようございます。議案第４号の提案理由につきましてご説

明を申し上げます。議案集は３２頁から３７頁になります。今回の補正は、しろがね頭首工の

河床が洗掘され、発電用水の取水に影響を及ぼしていることから、安定的な取水を確保するた

めの河床整理に係る予算の確保をお願いするものでございます。はじめに３２頁をお開き願い

ます。以下、議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。３６頁をお開き願います。

はじめに歳出からご説明申し上げます。 

歳出、第２款発電施設費、第１項施設管理費、補正額５００万円の追加。しろがね頭首工の

安定的な取水を確保するための河床整理に要する修繕料の追加でございます。 

次に、歳入についてご説明いたします。３４頁をお開き願います。 

歳入、第２款繰入金、第１項繰入金、補正額５００万円の追加。頭首工の河床整理に要する

修繕料の追加に伴う基金繰入金の追加でございます。 

３３頁の第１表歳入歳出予算補正については説明を省略させていただきます。 

以上で、議案第４号の提案理由の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第５号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） 議案第５号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。議

案集は３８頁から４１頁になります。今回の補正は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

泉源使用料の減免措置による使用料の減額と、当該減額分に係る一般会計繰入金の追加につい

てお願いするものでございます。はじめに３８頁をお開き願います。以下、議案を朗読させて

いただきます。 
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（議案の朗読を省略する） 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書によりご説明申し上げます。４０頁をお開き願います。 

歳入、第２款泉源使用料、第１項使用料、補正額８００万円の減額。新型コロナウイルス感

染症の影響に伴う泉源使用料の減免措置に伴う使用料の減額でございます。 

第３款繰入金、第１項繰入金、補正額８００万円の追加。使用料の減額に伴う一般会計繰入

金の追加でございます。 

３９頁の第１表歳入歳出予算補正については説明を省略させていただきます。 

以上で、議案第５号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第６号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） 議案第６号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。議

案集は４２頁から４７頁になります。今回の補正は、歳入においては、新型コロナウイルス感

染症の影響に伴う下水道使用料の減免措置による使用料の減額及び当該減額分に係る一般会

計繰入金の追加についてお願いするものでございます。歳出においては、下水処理場の汚水処

理を行うためのローター減速機１機の故障に伴い、修繕料の追加をお願いするものでございま

す。はじめに４２頁をお開き願います。以下、議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出からご説明を申し上げます。４６頁をお開き願

います。 

歳出、第１款下水道事業費、第１項下水道管理費、第２目終末処理場管理費、補正額は０円

です。内訳として、第１２節委託料６００万円の減額、第１４節工事請負費６００万円の追加

でございます。終末処理場災害復旧事業において、ローター減速機１機の修繕工事に要する工

事請負費６００万円を追加し、委託料において同額を減額するものでございます。 

次に、歳入についてご説明を申し上げます。４４頁をお開き願います。 

歳入、第２款使用料及び手数料、第１項使用料、補正額６０万円の減額。新型コロナウイル

ス感染症の影響に伴う使用料の減免措置に伴う使用料の減額でございます。 

第４款繰入金、第１項繰入金、補正額６０万円の追加。使用料の減額に伴う一般会計繰入金

の追加でございます。 

４３頁の第１表歳入歳出予算補正については説明を省略させていただきます。 

以上で、議案第６号の提案理由の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第７号について提案理由の説明を求めます。 
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（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） 議案第７号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。議

案集は４８頁から４９頁になります。今回の補正は収益的収入においては、新型コロナウイル

ス感染症の影響に伴う水道使用料の減免措置による使用料の減額と、当該減額分に係る一般会

計繰入金の追加をお願いするものでございます。資本的収入においては、５月１３日発生の落

雷被害により故障した北瑛地区配水流量計変換器の復旧工事に係る建物災害共済金の給付額

が確定したことから、給付決定額について一般会計補助金より繰り入れするものでございます。

はじめに４８頁をお開き願います。以下、議案を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、令和２年度美瑛町水道事業会計補正予算説明によりご説明いたします。隣の４９頁を

ご覧ください。収益的収入からご説明いたします。 

収入、第１款水道事業収益、第１項営業収益、補正額７００万円の減額。新型コロナウイル

ス感染症の影響に伴う水道使用料の減免措置に伴う使用料の減額です。 

第２項営業外収益、補正額７００万円の追加。使用料の減額に伴う一般会計繰入金の追加で

ございます。 

次に、資本的収入についてご説明いたします。 

収入、第１款資本的収入、第１項一般会計補助金２４２万円の追加。北瑛地区配水流量計変

換器の復旧工事に係る建物災害共済金の確定に伴う追加でございます。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９，０２４万３，０００円は、過年度分損益

勘定留保資金９，０２４万３，０００円で補てんするものといたします。 

以上で、議案第７号の提案理由の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第８号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

観音町立病院事務局長。 

（町立病院事務局長 観音 太郎君 登壇） 

○町立病院事務局長（観音太郎君） おはようございます。議案第８号の提案理由につきまして

ご説明申し上げます。議案集につきましては５０頁から５１頁になります。今回の補正につき

ましては、新型コロナウイルス感染防止対策に係る車両購入費及び待機・処置室整備費等の追

加をお願いするものです。最初に議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、収益的支出についてご説明をさせていただきます。議案集の５１頁をご覧いただきま
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す。はじめに収益的支出です。 

第１款病院事業費用、第１項医業費用、第３目経費、補正額１２万７，０００円の追加。車

両購入に係る自賠責保険料及び自動車重量税等でございます。 

次に、資本的支出についてご説明をさせていただきます。 

第１款資本的支出、第１項建設改良費、第１目資産購入費、補正額４５３万円の追加。新型

コロナウイルス感染防止対策用の多目的車両購入に係る費用です。 

第１款資本的支出、第１項建設改良費、第２目工事請負費、補正額２６０万円の追加。新型

コロナウイルス感染防止対策用の待機・処置室整備並びにパーテーション購入に係る費用です。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億１，６７５万１，０００円は、過年度分

損益勘定留保資金１億１，６７５万１，０００円で補てんするものとする。 

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） これで、７案件についての提案理由の説明を終わります。 

１０時４５分まで休憩します。 

休憩宣告（午前１０時３４分） 

再開宣告（午前１０時４５分） 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

これから質疑を行います。はじめに、７案件に関連する事項について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで７案件に関連する事項についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第２号について総括質疑を許します。 

（「はい」の声） 

８番桑谷議員。 

（８番 桑谷 覺議員 登壇） 

○８番（桑谷 覺議員） 新型コロナウイルスで随分予算が減額されておりますし、例えばイベ

ント、ヘルシーマラソン、それから音楽行進、それから丘のまちフェスティバルだとか、セン

チュリーライドだとか、「世界で最も美しい村」連合世界大会だとか、いろいろ減額されて町

も予算大分良いと思いますけど、その分コロナウイルス感染対策で随分かかってるっていう話

は聞きました。でも国から４億円くらいきておりますのでね、まだまだお金に余裕あると思い

ますけど、お金の使い道やこれからの計画。私が言いたいのは、来年あたりワクチンが出ます

ので、町民に無料でワクチン配布できるよう願っているんですけど、多分まだ４億円あるから、

減額で予算１億円ぐらいコロナウイルスで減額されていると。それで、その部分でコロナウイ

ルスで使っておりますけど、４億円くらい国からきた予算があると思うので、使い道あったら

何かこれからの計画でもありましたら、よろしくお願いします。以上でございます。 
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（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 角和町長。 

○町長（角和浩幸君） 総括質疑にお答えをさせていただきます。臨時交付金につきましては、

先ほどご報告がございました４億６２２万７，０００円ほどとなっております。これに対しま

して、これまでのところ美瑛町といたしまして、コロナウイルス対策で計上しておりますのは

約５億円ほどの計上とさせていただいておりまして、差し引き、細かい数字はまだこれからで

ございますけれども、というような現状にございます。ただ、この臨時交付金が交付される前

の段階におきましても、美瑛町といたしましては、備荒資金等々の財源を使いまして、町民の

皆さまへの対策を講じてまいったという経緯でございます。今後とも、新型コロナウイルスの

感染の状況がどのように展開していくのか分かりませんけれども、その時々で必要な施策につ

きまして、皆さま方のご指導も賜りながら必要な判断をさせていただき、ここぞというところ

に対しましては、十分な手当を講じてまいりたいという決意でございます。以上でございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第２号についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第２号について質疑を行います。議案集の１０頁から１３頁まで。はじめに、歳

入歳出補正予算事項別明細書の歳出、第１款議会費及び第２款総務費について質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、６番中村です。１３頁の２款１項８目、定住促進住宅管理事業

についてお聞きします。この元教員住宅の改修を行うというお話でした。４６６万７，０００

円ですね、６８平米、昭和５１年に建築したとお聞きしました。定住促進住宅の管理というの

は非常に美瑛町にとっては大事な案件だと思います。特にですね、特に道外から移住しようと

考えている方々にとっては、冬の生活が一番の関心であろうと思います。関東などに暮らして

いるとですね、冬の灯油の消費量はごくわずかです。日中は窓を開けてます、お日様がたくさ

ん入りますからね。したがって冬の衣服も全くこちらでは考えられません。今回のですね、改

修の内容を先日お聞きしました。それによりますと、確認いたしますけども、内壁のですね、

室内の壁の張り替え、それから床、天井の張り替え、それから流しのキッチンセットですか、

それから外壁のガルバリウム鋼板の張りと、それから天井、床の断熱と、こういう風に理解し

ましたけれども、これでよろしいですか、お聞きします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島移住定住推進室長。 

○移住定住推進室長（髙島和浩君） はい、今ご質問いただきました定住促進住宅の改修につき
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ましては東町の５号室ということで、今議員からご指摘ありましたとおり、断熱とキッチン等

ですね、改修を行いまして、トイレやユニットバスといったもの、既に既存で使えるものにつ

きましては改修せずにですね、今回断熱の部分とそれから室内の傷んだところの改修というこ

とになってます。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、６番中村です。冬の温かい住宅はですね、定住しようというそ

の意思決定に大きく、大きく関わっていると思います。今回はですね、壁の断熱工事が断熱材

の工事が含まれていないんですね、それから外にはガルバリウム鋼板を張ると、これは見栄え

を良くする、それから風が入ってこないということでは効果があるんでしょう。しかし、この

ガルバリウム鋼板ですけれども、逆にですね、鋼板ですから伝熱係数が非常に高いと、逆に熱

の放出が大きくなるんではないかと。このようにですね壁の断熱材を入れないということとガ

ルバリウムっていうことで合わせればですね、断熱性能が達成できるのかなという疑問があり

ます。その辺はどのように検討されたんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島室長。 

○移住定住推進室長（髙島和浩君） はい、断熱につきましては、この２年ほど前にですね、東

町の同じ状態の住宅を改修しているという実績がありまして、その辺含めまして役場の建築と

打ち合わせの上、今回はサイディング、ガルバリウム工法とそれから床、天井の断熱というこ

とで考えました。特に東町の同じ断熱工法をやった所の住宅の住居者の方からは、特に冬寒く

てですね生活できないというようなお話は聞いておりませんので、同じような工事を行うとい

う予定にしております。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、了解しました。それではですね、もう一つお聞きします。６番

中村です。水場の改修はですね、特にこれは軽視されがちですけども、やはり今の住宅ってい

うのは非常に幅があってですね、グレードの高いところからもう３０年４０年５０年６０年以

上の住宅の方がたくさんいらっしゃいます。そこでですね水場を改修するっていうことはです

ね、やっぱり満足感、これに非常に影響してくる訳ですね。今回、古屋、トイレですね、これ

は新たに特に行わないということでしたけども、トイレと風呂場のグレードっていうのは非常

に幅がありましてね、トイレだけを考えてもざっと見ても４段階５段階ぐらいあるんですね、

構造からして、大きさも色々まちまちです。それから風呂についてもですね、これはご覧のよ

うに、ここでは細かいことは言いませんけども非常に幅があると、やっぱり定住促進について
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意思決定するにおいて、この水場のグレードっていうのは、１番最高のグレードとしなさいと

いう訳ではないんですけどもね、やはり上から２番目ぐらいのグレードはやはりやって、これ

はやっぱり長い年月を使う訳ですから十分に減価償却ができると思うんですね、その辺をやは

り重要性っていうのは認識してそういうことを検討されたのかどうか、伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 髙島室長。 

○移住定住推進室長（髙島和浩君） はい、今回の東町の住宅につきましては、昭和５１年に建

築されたものという風に確認してるんですけれども、恐らくそれ以降にユニットバスとトイレ

については改修がされておりまして、建築と一緒に確認したところ、まだ使える状態であると

いう風に確認しましたし、十分ユニットバスに入れ換えていたりですね、トイレも洋式の新し

いものに変わっておりまして、むしろそれを変えた時にですね恐らくキッチンとかですね、そ

の壁紙等を改修していなかったのか、ちょっと非常にユニットバスとトイレに比べると非常に

室内が傷んだ状態であるということからですね、今回はユニットバスとトイレはそのまま既存

のものを使用しまして、室内とそれからキッチンを主に改修するという内容にしたものです。

以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） １点お願いがあります。質疑答弁ともに簡潔に願います。 

ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１３番八木議員。 

○１３番（八木幹男議員） １３番八木です。２款１項７目、地域振興費、説明欄（３）地域通

貨導入事業、こちらにつきまして質問をさせていただきます。こちらにつきましては９月１０

日の議員協議会、こちらの方で資料を基に説明をいただきましたので、この資料に基づいて質

問をさせていただきます。３点、３項目ありまして、まず全体的な面では、やはりこのコンセ

プトあるいはデザイン、こういったものが大事になってくると思っております。したがいまし

てカードの名称、デザイン、キャラクターなどを公募する予定はあるのかどうか。 

それから２点目、資料でいきますと７番目になりますが、地域通貨の活用例、こういったこ

と挙げられております。区分によりますと商店街関係、こちらに関しましては現在の商協のシ

ール、こういったものを使われておりますけれども、この辺のところの整合性はどうとってい

くのでしょうか。 

それから行政関係のところでは、ふるさと納税「ふるさとチョイス電子感謝券」、こういった

ものは使うのはどうかなとちょっと疑問が残るので、この辺のところへの回答。 

それからこの辺のところでは、健康マイレージポイント、ボランティアポイント、この辺の

ところを十分に充実させたカードにすべきではないかなというようなことを思っております。 



 

－ 25 － 

それからこれは議会側の問題なんですけれども、苫小牧市議会では、本会議の傍聴者にポイ

ントを付与してると、こういった事例があります。こういった見解につきましては、総務省の

自治行政局、ここの答弁によりますと、傍聴へのポイント付与は地方自治法には抵触しないと、

こういった形で進められているんだろうと思いますので、この辺のところに対する対応まで含

めてできるのかどうか。 

それから８番目の予算、ここのところではチラシのＡ４、３，６００枚、この辺のところ、

数がちょっと何の基準の数字かなと、もう少しきっちり多く作って広く広めていく必要がある

んではないかなと。 

それから全町民への配布のポイント、５，０００ポイントですけれども、この辺のところも

きっちり名目を決めて対応していくべきではないかなと思っております。 

最後にはもう一つ、このカードの内容なんですけれども、プリペイド機能、こういったもの

を単独で切り離して採用できるのかどうか。というのはですね、やはりこの関係人口、町の周

辺から来る方にも対応できるカードにもっていけるのかどうかなと。この中でいけば、農産物

の無人販売所でも使えるようにしたいという風なことを思ってますので、この辺のところを含

めて答弁をお願いいたします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今瀧まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（今瀧 毅君） 答弁漏れがありましたら、また改めてご答弁の方させて

いただきたいと思います。まず１点目の公募の関係につきましては、現在のところは１０月の

広報でですね、名称の募集をさせていただきたいなという風に考えております。あとデザイン

等につきましてはですね、写真、イラスト等、内部検討をしたんですけれども、なかなか写真

だとカードの内容というか面積に限りがありますので、その写真のインパクトが薄れてしまう

ということなので、イラスト等デザイン画で対応させていただきたいなと。あと発行までの期

限というか時間もありますので、その辺につきましては事務局の方である程度そういったネー

ミングに基づいたですねデザインを作成していきたいなと、デザインにしていきたいなという

風に考えております。 

商協のシールにつきましては、商工会ともですね商協とも協議はさせてはいただいておりま

して、商協側ではある程度、今後もシールの取り扱いについてもですね、検討していきたいと

いうようなお考えをお持ちですので、これにつきましては町が云々っていうようなお話はでき

ないんですけれども、商協の考え方に基づいてですね、地域通貨の中でですね、商協が発行す

るシールの代替の事業が取り組めるのであれば、その中でも取り組んでいければなという風に

考えております。 

あと、ふるさとチョイスのプレミアム商品券との連動の部分につきましてはですね、まずそ
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の活用の例ということですので、これをやるとかやらないというのは今後来年度予算編成に向

けて考えていきたいなという風に思っておりますが、いずれにいたしましても、地域通貨の目

的としてご説明させていただきましたその通貨を地域内で循環させるという目的の中で、地域

内で発行したものを地域内だけで循環させるという考えもありますが、外貨をこの地域通貨の

中に取り入れて循環させるというような視点を持った事業を取り組んでいきたいという風な考

えを持ってますので、これにつきましては、来年度早々できるかどうか分かりませんけれども、

ここ数年の内にはそういった外貨を取り入れた中での地域内循環というような視点でも事業を

取り組んでいきたいなという風に考えております。 

あとボランティアポイント、活用例の部分のご質問につきましてはですね、今年度実証実験

を踏まえた中でですね、来年度の予算編成を受けて、行政ポイントの部分につきましては、基

本的には各課で事業提案をしていただいてですね、地域通貨事業の中に取り入れていきたいと

いう風に考えておりますので、今のところこの事業を来年度は実施するというようなご答弁の

方は避けさせていただきたいなということで思っておりますので、来年度の事業に当然そうい

ったボランティアポイントだとか、健康マイレージポイントだとか、公共施設の利用ポイント

だといったものが、当然来年度の施策事業の中には出てくるのかなという風に思ってますけど

も、それにつきましては各課からの提案を受け付けた中で、予算査定の中で精査して事業化を

していきたいなという風に考えております。 

今の議会のポイントにつきましてもですね、合わせて予算編成の中で、議会側の提案になる

のかなという風な気もしてますけれども、そういった予算編成する中で議会ポイントの部分に

ついても検討していきたいという風に思っております。 

あとチラシの枚数ですね、予算の積算根拠につきましては、基本的にはこれまで取り組んで

きたの紙のクーポン券だとかプレミアム商品券の、そういったポスター、チラシの印刷枚数を

基にですね、予算の方は計上させていただいておりますので、その辺の数量的につきましては

不足がある部分については、またある程度この予算の中でですね、工夫しながら枚数を増やす

なり違った形で工夫するなりというようなことを検討してまいりたいという風に考えておりま

す。 

最後になりますけども、町民に５，０００ポイントを配布して、そのポイントを地域内に循

環させるというお話なんですが、そのポイントを使用できる店舗につきましては今後、事業者

説明会意見交換会を経てですね、加盟店登録を行っていきたいという風に考えておりますけれ

ども、大型店、あと小規模店等の取り扱い、様々な部分で整理していかなきゃならない部分に

つきましてはですね、商工会を含めた中でですね、共同で実施主体で取り組んでいくことにな

っておりますので、関係機関と打ち合わせをした中で取り扱いの方、詳細決定させていただき

たいという風に思っております。以上です。 
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（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） １３番八木議員。 

○１３番（八木幹男議員） あとここですねやっぱりあのデザインっていうところにちょっとこ

だわりたいと思うんですね。やはりこの町民の方々がわくわく感を持って使えるといいますか、

その辺のところでやはりこの色んなところでやはりデザインっていうのは非常に重要な意味

を持ってくるという風に考えておりますので、この辺のところやはりこの最近ちょっと行き来

なくなりましたけれども札幌市立大にはデザイン学部もあるということで、こういったところ

の公募っていう形が良いのか、こういった形でやはりデザインというのはこだわってほしいな

というようなことを思っています。 

それから、全町民への配布ポイント、こちらの方につきましても今やり方についてはご説明

いただきましたけれども、この名目をきちんとコロナウイルス対応のものであるとか、きっち

りと名目をきっちり定めてやっていくべきではないかなと思っておりますので、この２点につ

きまして再度質問させていただきます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今瀧課長。 

○まちづくり推進課長（今瀧 毅君） デザインの部分につきましては、やはり町民が愛着を持

って活用していただけるのが大事な、議員おっしゃるとおりポイントになるのかなという風に

思いますので、その部分につきましては可能な限り公募が良いのか、専門家にお願いしてデザ

インを考えてもらう方が良いのか、その辺につきましては事務局内部でも検討した中でですね、

町民が親しみやすいというか愛着を持って活用できるようなデザインの作成について検討さ

せていただきたいなという風に思っております。 

あと、５，０００ポイントの地域通貨の実証実験のテーマといいますか、町民へのアピール

の部分につきましては、実施を１２月上旬に、今のところ予定させていただいておりまして、

その前段ではＰＲも兼ねて町民の方にご説明させていただきたいなという風に思いますが、今

回につきましてはあくまで、来年度の本格実施に向けた実証実験ということなので、ポイント

を地域内で流通させる中で、使い勝手の良さ悪さ、あとこの事業がどういったことで発展的に

今後、地域内で活用されていくのかといったものを検証していきたいなという風に考えており

ますので、ある程度商工会からの要望で、年末ですか、キャンペーン的なものも企画したいと

いった部分で、これを１２月にぶつけたという経過はあるんですが、そういったところのＰＲ

も含めてですね、町民に分かりやすい中で事業の実施をしていきたいなという風に考えており

ます。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） １３番八木議員。 
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○１３番（八木幹男議員） やはり今回、一部トライアルという面も十分理解をしております。

それで将来展望も含めてご検討をしていくべきだなと感じておりますので、その辺のところも

きっちりと担保しながら推進していただきたいなと思っております。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今瀧課長。 

○まちづくり推進課長（今瀧 毅君） はい、今議員のご質問にあったとおりですね、やはりこ

の事業は地域内で通貨を循環させるというものもあるんですけども、やはりその行政ポイント

というのが肝になるのかなという風に考えてます。それをやる事によってやっぱり人と活動を

繋ぐというような事業が行われて、それによって人と人が繋がれるといったことで、その地域

のコミュニティが醸成されることによってまちづくりが推進されるといった側面が、担当する

私としては大きな目的にあるのかなという風に思ってますので、そういったことを念頭に置き

ながら事業を推進していきたいなという風に考えております。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

１０番野村議員。 

○１０番（野村祐司議員） ２款１項１３目、諸費の中の１、みんなで歩むまちづくりの（１）

地域情報通信基盤管理運営事業についてお伺いいたします。説明の中で、これはケーブル切断

というようなことで説明をいただきました。これは自然災害によるものか、あるいは事故原因

によるものかについて、まずお伺いをさせていただきます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 小杉総務課長。 

○総務課長（小杉昌敏君） 光ケーブルの部分につきましては、実際通信ができない状態になっ

ているということで、それについて切断等が考えられるという部分での修繕と考えているとこ

ろでございますけれども、それが自然災害で切断されたのか、それ以外の何らかの原因がある

のか、その辺りについては修繕状況を見た中で確認していきたいという風に考えております。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） １０番野村議員。 

○１０番（野村祐司議員） 切断の原因って色んな要因があると思うんですけど、例えばその自

然発生、原因が分からない部分はもうどうしようもありませんけど、明らかに切断した者がい

るという場合については、これ補償を求めるというようなことはあるんでしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 小杉課長。 

○総務課長（小杉昌敏君） 何らかの原因で第三者の故意によって切断されたという状況では、
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現在の段階のところはないということで、多分、強風等の影響により遮断されている部分が強

いのかなという風に考えております。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） １０番野村議員。 

○１０番（野村祐司議員） 分かりました。最後になりますけど、この部分については例えば保

険だとか、そういうような費用補填っていうのはあるのかどうか、その辺をお伺いします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 小杉課長。 

○総務課長（小杉昌敏君） 一応保険の方ですね、適用になるか十分検討させていただきまして、

該当になるようであれば、それらの諸手続を進めたいという風に考えてございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「はい」の声） 

９番高田議員。 

○９番（高田紀子議員） ２款１項７目の同じく（３）地域通貨導入事業についてご質問させて

いただきます。今回の予算については実証実験ということで、その実証実験の目的とするとこ

ろはどのようなことか、流通だとは思うんですけれども、この地域通貨については利用者であ

る町民、そしてまた商店及び事業者の方たちのこの地域通貨について、しっかりと理解をして

もらうことが一番重要だと思います。その中で、このスケジュールでいきますと１２月の上旬

には全町民に対してカードを配布するというお話だったんですけれども、この期間の中で、ま

ず、計画として登録店が１５０店の件数で商店及び事業者から登録をいただくような計画が立

っているんですけれども、商店事業者の方たちには２回ほど、この説明会が行われているよう

ですが、その辺で理解度がどれだけあったのか、計画とする１５０店確保できるのか、その辺

は町としてどのように見ていらっしゃるのでしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今瀧まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（今瀧 毅君） 事業実施に当たってですね加盟店と申しますか、その事

業者さんへの理解という部分につきましては、１０月上旬に本日補正予算をお認めていただけ

れば、１０月上旬に事業者向けの説明会並びに意見交換会を開催したいなと思っております。

それで意見交換会の中で様々な意見が出されるのかなという風に思ってますので、その意見を

踏まえた中で１２月の本格というか実証実験に向けたですね、また更なる検討を進めていきた

いなという風に考えております。また合わせてですね、その際に加盟を希望する方への申込書

の配布等々の説明も行いたいなという風に思ってますので、ある程度１０月中には加盟店の方

は固まってくるのかなという風に思ってます。ですので１１月中から末にかけて、事業をスタ
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ートする前にですね、改めてまた説明会の方はしたいなという風に思ってますので、そういっ

た経過の中で事業者に対する事業のご理解、加盟に向けての取り組みというものを進めていき

たいなという風に考えております。あと、基本的には加盟店の募集につきましては、商工会の

会員になられている方並びに現在クーポン券の取り扱いになっているところにご連絡という

か周知の方をさせていただきたいなという風に考えておりますので、その中から１０月中でな

ければですね、加盟店の部分につきましては何店舗ということはまだ分からない部分はあるん

ですけれども、そういった中で地域通貨を実証実験するに当たって、ある程度、必要な店舗数

の確保と本当にこの事業に賛同していただける加盟店と共にですね、この事業については実施

していきたいと、今年度については実施していきたいという風に考えているところでございま

す。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ９番高田議員。 

○９番（高田紀子議員） 今回コロナ禍によりまして、地域クーポン券とかそれから色々発行さ

れてますので、商店さんたちにもそれだけ色々なカード決済やらなんやらと、それぞれに清算

業務が増えている中で、今回、地域通貨事業が行われるっていうことで、商店さんや事業者さ

んたちも混乱するところがあるお話も聞いてますので、その中で、この３カ月間の期間の中で

実証実験までもっていくっていうのが、すごいなかなか難しいのではないかなという風に感じ

ているところがありますので、その辺はやはり町民が利用する場所が無ければ何の意味もない

ので、その辺、町の方からもしっかりと説明をして理解を、今後続けていくのであれば、今し

っかりと皆さんに理解をしてもらって、参加してもらうっていうことをやっていかなければい

けないと思います。そしてまた、町民の方たち、高齢者の方なんですけれども、その方たちの

利用するその仕方っていうか、方法についての推進ですね、推進についてはどのようなお考え

でいらっしゃるのかお聞かせください。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今瀧課長。 

○まちづくり推進課長（今瀧 毅君） 紙のクーポン券が数種類先行して現在発行されておりま

す。ですので基本的なその仕組みとしてはちょっと違うのかなという風には思ってはおります

けれども、やはり町民の中では色々どの券をここで使ったら良いのかとか、ここでこういった

小さいカードを使って良いのかっていうのは当然、混乱はあるかと思います。あと様々な運用

の中でですね様々な課題っていうのが見えてくるとは思うんですけども、ある程度１２月まで

の間にですね、そういったリスクだとか課題だとかっていったものを洗い出した中で、１２月

につきましては町民に混乱の少ない形でですね、事業が実施できるようにですね、きっちりと

した検討、精査をしていきたいなという風に考えております。合わせてですね、高齢者の方へ
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の対応につきましては、基本的にはデジタル地域通貨ということで、スマートフォンを使った

中での決済サービスというような形にはなるんですけれども、同時にそのカードを使ってカー

ドに印字されたＱＲコードでも決済ができるというようなことですので、スマートフォンをお

持ちでない高齢者の方についてもですね、配布したカードで決済できるというような仕組みに

なっておりますので、そういったところを、またさらに高齢者の方にも分かりやすいように、

当然、説明書だとかっていった部分も作っていかなきゃならないのかなという風に考えており

ますけども、そういった高齢者の方にも混乱のないような形で出来るように進めたいと思いま

すけれども、何分その辺につきましては、時間のかかることでもあるのかなという風には考え

ております。しかしやはり、こういった中で進めさせていただいてすぐにですね、軌道に乗り

出した中でまちづくりを進めていきたいという思いもありますので、その辺につきましては町

民にもご協力を願うように啓発努めていきたいなという風に考えております。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、議案集の１４頁から１７頁まで。第３款民生費及び第４款衛生費について質疑を許し

ます。 

（「はい」の声） 

６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） ６番中村です。１５頁の３款１項３目、栄町センター改修事業につい

てお尋ねします。４４２万７，０００円、これは障害者支援施設としてですね、この前お伺い

しましたけども、外壁の塗装であると伺いましたけれども、現在東側の外壁はこれは、にこに

こファクトリーがスタートする時点では、これは未塗装、塗装してなかったんですね。今回は

未塗装部分だけなのか、または全面的に塗装し直すのか伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今野保健福祉課長。 

○保健福祉課長（今野聖貴君） 今回の外壁塗装につきましては、全面の塗装ということで予算

計上してございます。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、中村です。その場合ですね、彩度、色度、これは現在の色と全

面的に変わるのかどうか気になるんですけども、変わるにしても変わらないにしてもですね、

これやはり美瑛の美しい景観を守り育てる条例、これが平成２７年に施行された訳ですけれど

も、こういうことに則ってですね模範的な塗装をしてもらいたいと思いますけども、その辺は
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検討されたんでしょうか、伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今野課長。 

○保健福祉課長（今野聖貴君） 一部サイディングと前の道路側の部分あるんですけども、あの

部分は今回の塗装としては考えてませんので、その部分も含めた中で、調和するような色の配

色で塗装したいという風には考えてございます。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、議案集の１８頁から２１頁まで。第７款商工費から第９款消防費までについて質疑を

許します。 

（「はい」の声） 

６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） ６番中村です。１９頁の７款１項２目、観光費、美瑛の観光応援事業、

第２弾ですね、伺いました。宿泊びえい割、これは３，０００万円と、前回は３，０００円の

１万枚ですから、今回も同じだと。一つですね、宿泊費用を支払う場合、割引券で支払う場合、

前回は署名が必要だったんですね、これは町民から不満を買いました。今回はですね署名はい

らないと考えてよろしいんでしょうか、伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 栗原商工観光交流課長。 

○商工観光交流課長（栗原行可君） 今回は第２弾ということで、びえい割を実施してます。内

容につきましては前回同様、署名がいるという内容です。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、議案集の２２頁から２５頁まで。第１０款教育費及び第１２款諸支出金について質疑

を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、議案集の６頁から９頁まで。歳入全款について質疑を許します。 

（「はい」の声） 

１１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） １１番青田です。１４款２項１目、総務管理費補助金、説明欄３番
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目の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、３億１，３０１万６，０００円です

が、先ほど担当課の方とあと町長の方から４億６２２万７，０００円が上限ということで、そ

れで交付になってると、そういうようなことで伺いました。それでこちらの方は上限というこ

とだったんですけれども、この後というのは交付がまずないのか、伺いたいと思います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 小杉総務課長。 

○総務課長（小杉昌敏君） 今現在ですね、第２次分の上限額が示されたという状況でございま

して、今後第３次分としまして国の補助事業に基づく部分が示されるような予定になっており

まして、本町におきましては、該当部分でいきますと教育費の中で、学校の新型コロナウイル

ス感染症対策として、学校１校当たり２００万円を支出しておりますので、その部分の補助裏

部分が配分になるというような予定でございます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） １１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） 答弁いただきました。それで、例えば今回国庫支出ということで、

上水道下水道等にですね補填というような形で一般会計からの繰り出しでございますけれど

も、こちらの原資になってるのは、この中に交付金があるのかというのが一つと、それとあと

町立病院の、例えば新型コロナウイルス感染症の影響に伴っての患者の減少に伴って、利用者

減で売り上げが落ちました、診療報酬が落ちました、その分についても国の方で認めているか

と思うんですけども、そちらの方のそういう交付金の活用の方が検討しているのかどうか伺い

ます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 小杉課長。 

○総務課長（小杉昌敏君） 今回、臨時交付金の事業計画の中に含めております事業としては、

全部で２３の事業を入れておりまして、その中に上水道、下水道、泉源使用料、それぞれ使用

料のコロナウイルスの影響による減収分という部分の一般会計からの補填部分、繰出金として

支出する部分につきまして計画の中に記述させていただいております。ただその２３の事業の

中で事業費ベースでいくと大体５億４，０００万円ほどになる訳ですけれども、その部分につ

いてまだ現段階では支出の確定している訳でもないということで、今後不用額等も出る発生の

見込みもあるものですから、ある程度事業費として多めに計画に計上させていただいていると

いうことで、また、これから計画の見直し等も今後予想されますけれども、一応そういうよう

な形で全２３事業につきまして、総額で５億４，０００万円ほど計画に計上させていただいて

いるというような状況でございます。 

（「はい」の声） 
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○議長（佐藤晴観議員） １１番青田議員。 

○１１番（青田知史議員） 最後になりますけれども、今回の交付金事業としても本当に幅広く

多岐にわたっての事業があると思います。それと、例えば医療従事者であるとか介護従事者に

対してのそういう慰労金というのが国の方からも出るようになってまして、まだ町においては

手続をされていないようなんですけれども、例えばそのやはり町立病院での感染予防で矢面に

立っている窓口の方もそうだし、例えば清掃の方もそうだし夜警の方もそうですけど、そうい

う方たちに対しての慰労金っていうのは国の方から出るという風に示されておりますので、そ

の辺りのところ、例えば包括支援センターもそうです、相談支援事業所、障害者の方もそうで

すけれども、やはりそういうのを有効に活用してですね、幅広くそういうコロナ対策に充てて

いただければと考えておりますが、どうでしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 小杉課長。 

○総務課長（小杉昌敏君） 先ほど１点、病院の収益の落ちた部分については、その部分につい

ては臨時交付金の中にはみてございません。対象事業としてみてございません。それで今の慰

労金の関係ですけれども、一応町立病院、それと福祉分野の事業所関係ということで保健福祉

課、それぞれ国の方から連絡が来て対象を出して申請手続をされているという風に聞いており

ます。その部分については、該当になる対象者の分の慰労金については、既に手続をされてい

るというような状況でございます。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、次に進みます。 

次に、議案集の２頁から５頁まで。令和２年度美瑛町一般会計補正予算（第６号）の条文並

びに第１表歳入歳出予算補正及び第２表地方債補正について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第２号についての質疑を終わります。 

次に、議案第３号について質疑を行います。議案集の２６頁から３１頁まで。令和２年度美

瑛町老人保健施設事業特別会計補正予算（第２号）の条文並びに第１表歳入歳出予算補正及び

歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入歳出全款について質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、６番中村です。１款１項１目ですね、一般管理費、老人保健施

設多床室個室化改修事業について伺います。５００万円が計上されておりますけども、この

４人部屋を１人部屋に仕切るということをお聞きしました。この目的ですけども、この目的は
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ですね感染予防なのか、またはプライバシーを保護するためなのか、どちらの目的なんでしょ

うか、伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今野保健福祉課長。 

○保健福祉課長（今野聖貴君） ４人部屋を４つの個室にする工事になってます。あくまでもク

ラスターに備えての個室化ということです。以上です。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） そうしますとね、これは各部屋にドアがきちっと付くものと思います

けども、空調なんですね問題は。この空調がですね４つの部屋、完全に独立しているのかどう

か。我々はあんまり日常生活でそういうことを意識しませんけども、あの施設全体がですね一

つの空調になってると思うんですけども、今回仕切ってしまってクラスターを防止するとなれ

ば、空調はもちろん独立しなければならないと思いますけども、その辺はどのようになってる

んでしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今野課長。 

○保健福祉課長（今野聖貴君） 当然、個室化になりますので、各個室個別の換気設備も整備す

る予定となってございます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、６番中村です。空調がですね独立になっていると言ってもです

ね、空気の流れなんですね、外から空気を取り入れて、それを暖房あたためて、また独立して

外に流すと、これは完全な独立ですね。それからもう一つの方法は、吸入は共通的に施設の方

から吸入して独立して外に出すと、個々に、そういう施設なんでしょうか、そういう設計なん

でしょうか、伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 今野課長。 

○保健福祉課長（今野聖貴君） 暖房については、部屋全体が暖かくなるような暖房になってま

すので、あくまでも換気ということで、換気の部分を独立して外に流すという、そういうよう

な工事で考えてございます。以上です。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認め、これで議案第３号についての質疑を終わります。 
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次に、議案第４号について質疑を行います。議案集の３２頁から３７頁まで。令和２年度美

瑛町水力発電事業特別会計補正予算（第１号）の条文並びに第１表歳入歳出予算補正及び歳入

歳出補正予算事項別明細書の歳入歳出全款について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第４号についての質疑を終わります。 

次に、議案第５号について質疑を行います。議案集の３８頁から４１頁まで。令和２年度美

瑛町白金泉源事業特別会計補正予算（第１号）の条文並びに第１表歳入歳出予算補正及び歳入

歳出補正予算事項別明細書の歳入全款について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第５号についての質疑を終わります。 

次に、議案第６号について質疑を行います。議案集の４２頁から４７頁まで。令和２年度美

瑛町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）の条文並びに第１表歳入歳出予算補正及び歳

入歳出補正予算事項別明細書の歳入歳出全款について質疑を許します。 

（「はい」の声） 

６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） ６番中村です。４７頁、１款１項２目、終末処理場管理費について伺

います。これ整備費６００万円が計上されました。この原因はですね、曝気ローターギアの損

傷であると、入れ換えであるとお聞きしました。曝気ローターのモーターを減速するギアです

ね、ギアが損傷した原因について伺いましたけれども、これは過負荷だと、そういう風に伺い

ました。しかしですね、過負荷ということになれば、事前に過電流が流れてモーターは自動的

に遮断されるんですね電流は、だから中々ギアが損傷したと言ってもですね、そんなことは普

通は起こらないんです。どのような原因だったんでしょうか、改めてお伺いします。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） ５月１３日に発生しました落雷によりまして、こちらの下水処

理場の汚水を微生物で浄化するプールがあるんですけれども、そちらの方に設置されているロ

ーター、その回転部分ですね、これが二つございましたが、５月１３日の雷被害で一つが動か

なくなっている状況でございます。被災の後、そちらは停止した形で、もう一つの雷の被災を

受けなかったローター機器で回転をそのまましまして、これで回転をして水を混ぜて、空気を

微生物のプール中に送り続けるという作業になります。この酸素がないと微生物が汚水を分解

してくれないということなんですが、こちらの方が通常二つのローターで回しているところだ

ったんですが、一つが雷の被害で止まったことによって、過負荷ということなんですけど、要

は本来は二つで回転をかけているところを一つで行っていましたので、その部分で感電ってい
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うことではないんですが、継続してこちら片方だけでの運転ということになりましたので、そ

の部分で水をかき混ぜる作業について負荷が余計にかかったことが恐らく原因ではないかと

いう推測はしてるんですが、そちらの部分でギア等の部分に損傷が総じて回転しなくなってし

まったという状況でございます。こちらの方を取り換えないとこの汚水処理がちょっと継続で

きないということで、今仮応急の形で動かしているんですが、こちらの交換が必要になるとい

う状況でございます。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） はい、そのことはですね、先日、そのように伺って私も認識しており

ます。しかしですね二つの機械のうち一つを止めて一つに負荷をかけるということはですね、

設計上もともと制御盤の設計上、サーマルスイッチが付いてる訳ですから、やっぱりそれはサ

ーマルを取替えない限り、または設定を変えない限りできない訳ですね。過負荷になるという

ことはモーターにもかかる訳です。ですからモーターは自動的に停止する訳です。ですから一

番考えやすいのはですね、考えられるのはグリスの充填、これがきっちり充填の管理がされて

いたのか、そして建設水道課の皆さんはそこの管理をきっちりチェックしていたのか、そのこ

とが問題になるのではないかなと私は思います。どのようなチェックをしていたんでしょうか、

伺います。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 長野室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） はい、維持管理につきましては、定期的な定められたマニュア

ルに沿って必要な維持管理をしております。あとグリス等不足があれば、その部分も当然補充

するという形で必要な維持管理はやっていたところでございます。過電流というような形で負

荷がかかったということではなくて、モーターもそのまま正常に動いておりますので、そのロ

ーターが回転することによって水が流れるような形になるんですけれども、流れながら空気を

送るんですが、当然同じ水を２台で動かしてたのを１台で同じ水流を動かさなければいけない

ので、その部分で重量的な負荷がかかったんではないかなと。これはあくまで推測なんですけ

れども、現状で１台で動かしていたことが５月１３日以降、そういう状況でしたので、恐らく

これがこのギアの損傷に繋がったんではないかなという推測ではあるんですが、一応そのよう

な状況でございます。維持管理については適正に行ってきております。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） ６番中村議員。 

○６番（中村倶和議員） ６番中村です。これは減速機っていうのはですね、色んな機械の中に

使われてる訳ですね、車であっても減速機はあちこちにいくつかあります。最も重要なのがグ
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リスの補給なんですね。エンジンはちゃんと動いてるけどもギアがいかれて壊れてしまったっ

ていうのは、やっぱりあり得ることです。ですからね、これを原因は推測だとおっしゃいます

けどもね、これからやはりあちこちの機械も全部共通ですからね、これやはりしっかりやって

いかなければならないと思いますけども、やっぱり管理のチェックだと思うんですね、どのよ

うな認識でしょうか。 

（「はい」の声） 

○議長（佐藤晴観議員） 長野室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） はい、ご指摘のとおりメンテナンスについては十分慎重にとい

いますか、必要なものをやっていかないとですね、今回、状況として２台のうちの１台壊れて

いて、これが止まると汚水処理ができないという状況になりますので、今後そういうことが発

生しないようにですね、日常の維持管理について、再度、徹底をしていきたいなという風に考

えております。 

○議長（佐藤晴観議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第６号について質疑を終わります。 

次に、議案第７号について質疑を行います。議案集の４８頁及び４９頁。令和２年度美瑛町

水道事業会計補正予算（第３号）の条文及び補正予算説明全般について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第７号について質疑を終わります。 

次に、議案第８号について質疑を行います。議案集の５０頁及び５１頁。令和２年度美瑛町

立病院事業会計補正予算（第２号）の条文及び補正予算説明全般について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第８号についての質疑を終わります。 

これで７案件についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。はじめに、議案第２号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第２号についての討論を終わります。 

次に、議案第３号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第３号についての討論を終わります。 

次に、議案第４号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第４号についての討論を終わります。 
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次に、議案第５号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第５号についての討論を終わります。 

次に、議案第６号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第６号についての討論を終わります。 

次に、議案第７号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第７号についての討論を終わります。 

次に、議案第８号について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで議案第８号についての討論を終わります。 

これから日程第３、議案第２号の件を採決します。議案第２号、令和２年度美瑛町一般会計

補正予算（第６号）についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第２号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第４、議案第３号の件を採決します。議案第３号、令和２年度美瑛町老人保健施

設事業特別会計補正予算（第２号）についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は

挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第３号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第５、議案第４号の件を採決します。議案第４号、令和２年度美瑛町水力発電事

業特別会計補正予算（第１号）についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手

願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第４号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第６、議案第５号の件を採決します。議案第５号、令和２年度美瑛町白金泉源事

業特別会計補正予算（第１号）についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手

願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第５号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第７、議案第６号の件を採決します。議案第６号、令和２年度美瑛町公共下水道

事業特別会計補正予算（第３号）についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙
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手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第６号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第８、議案第７号の件を採決します。議案第７号、令和２年度美瑛町水道事業会

計補正予算（第３号）についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第７号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第９、議案第８号の件を採決します。議案第８号、令和２年度美瑛町立病院事業

会計補正予算（第２号）についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願いま

す。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第８号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１０ 議案第９号 教育委員会委員の任命について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１０、議案第９号、教育委員会委員の任命について同意を求め

る件を議題とします。本件について提出者の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

角和町長。 

（町長 角和 浩幸君 登壇） 

○町長（角和浩幸君） 議案第９号の提案理由につきまして、ご説明を申し上げます。まず、議

案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

打本氏におかれましては、住所、生年月日は今申し述べたとおりでございます。平成２８年

１０月から教育委員会委員として務められ、現在１期目でございます。９月３０日で任期満了

となりますので、打本氏の教育委員会委員の再任につきまして、議会の同意をお願いするもの

でございます。委員の任期は４年間でございます。 

以上で、議案第９号の提案理由の説明を終了させていただきます。よろしくご審議のほど、

お願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

おはかりします。次は討論でありますが、省略したいと思います。 
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ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１０、議案第９号の件を採決します。議案第９号、教育委員会委員の任命に

ついての件を、同意することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第９号の件は同意することに決定しました。 

 

日程第１１ 議案第１０号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第１２ 議案第１１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

日程第１３ 議案第１２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１１、議案第１０号、北海道市町村総合事務組合規約の変更に

ついての件、日程第１２、議案第１１号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

の件及び日程第１３、議案第１２号、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につ

いての件を一括議題とします。これから各議案について提案理由の説明を求めます。はじめに、

議案第１０号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉総務課長。 

（総務課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○総務課長（小杉昌敏君） 議案第１０号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。議案

集は５３頁、改正に伴う新旧対照表は別冊の資料６頁、７頁になります。今回の規約の変更は、

北海道市町村総合事務組合の構成団体のうち、札幌広域圏組合、山越郡衛生処理組合、奈井江、

浦臼町学校給食組合の解散に伴う脱退により、組合規約の別表第１及び別表第２の変更を要す

るため、地方自治法の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。それでは議

案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

なお、資料の新旧対照表の説明は省略をさせていただきます。 

以上で、議案第１０号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第１１号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉総務課長。 

（総務課長 小杉 昌敏君 登壇） 
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○総務課長（小杉昌敏君） 議案第１１号の提案理由につきましてご説明申し上げます。議案集

は５４頁、改正に伴う新旧対照表は別冊の資料８頁になります。今回の規約の変更は、北海道

市町村職員退職手当組合の構成団体のうち、山越郡衛生処理組合、奈井江、浦臼町学校給食組

合の解散に伴う脱退により、組合規約の別表の変更を要するため、地方自治法の規定に基づき、

議会の議決をお願いするものでございます。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

なお、資料の新旧対照表の説明は省略をさせていただきます。 

以上で、議案第１１号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、議案第１２号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉総務課長。 

○総務課長（小杉昌敏君） 議案第１２号の提案理由につきましてご説明を申し上げます。議案

集は５５頁、改正に伴う新旧対照表は別冊の資料９頁になります。今回の規約の変更は、北海

道町村議会議員公務災害補償等組合の構成団体のうち、山越郡衛生処理組合、奈井江、浦臼町

学校給食組合、札幌広域圏組合の解散に伴う脱退により、組合規約の別表第１の変更を要する

ため、地方自治法の規定に基づき、議会の議決をお願いするものです。それでは議案を朗読い

たします。 

（議案の朗読を省略する） 

なお、資料の新旧対照表の説明は省略をさせていただきます。 

以上で、議案第１２号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） これで、３案件についての提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。はじめに、３案件に関連する事項について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで３案件に関連する事項についての総括質疑を終わります。 

次に、議案第１０号について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１０号についての質疑を終わります。 

次に、議案第１１号について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１１号についての質疑を終わります。 

次に、議案第１２号について質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで議案第１２号についての質疑を終わります。 
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これで３案件についての質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

おはかりします。３案件の討論は一括行いたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、３案件の討論は一括行うことに決定しました。 

それでは、３案件について討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１１、議案第１０号の件を採決します。議案第１０号、北海道市町村総合事

務組合規約の変更についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１０号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１２、議案第１１号の件を採決します。議案第１１号、北海道市町村職員退職

手当組合規約の変更についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１１号の件は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第１３、議案第１２号の件を採決ます。議案第１２号、北海道町村議会議員公務

災害補償等組合規約の変更についての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１２号の件は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１４ 議案第１３号 指定管理者の指定について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第１４、議案第１３号、指定管理者の指定についての件を議題と

します。本件について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今野保健福祉課長。 

（保健福祉課長 今野 聖貴君 登壇） 

○保健福祉課長（今野聖貴君） 議案第１３号、指定管理者の指定についての提案理由のご説明

を申し上げます。議案集は５６頁になります。この度の指定管理者に管理を行わせる公の施設

については、栄町３丁目に設置している美瑛町障害者福祉サービス事業所栄町センターです。
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過日、指定管理者の公募を行い、選定委員会を経て指定管理者となる候補者が決まりましたの

で、議会の議決を求めるものです。なお、指定の期間につきましては、新たな指定管理の開始

となることから他の施設の整合性を図り、令和２年１０月１日から令和４年３月３１日までの

約２年間を指定の期間としております。それでは議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１４、議案第１３号の件を採決します。議案第１３号、指定管理者の指定に

ついての件を、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、議案第１３号の件は原案のとおり可決されました。 

午後１時まで休憩します。 

休憩宣告（午前１１時５７分） 

再開宣告（午後 １時００分） 

 

  日程第１５ 認定第１号 令和元年度美瑛町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１６ 認定第２号 令和元年度美瑛町老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

日程第１７ 認定第３号 令和元年度美瑛町農業研修施設事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

日程第１８ 認定第４号 令和元年度美瑛町水力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

日程第１９ 認定第５号 令和元年度美瑛町白金泉源事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

日程第２０ 認定第６号 令和元年度美瑛町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第２１ 認定第７号 令和元年度美瑛町水道事業会計決算の認定について 
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日程第２２ 認定第８号 令和元年度美瑛町立病院事業会計決算の認定について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

日程第１５、認定第１号、令和元年度美瑛町一般会計歳入歳出決算の認定についての件、日

程第１６、認定第２号、令和元年度美瑛町老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての件、日程第１７、認定第３号、令和元年度美瑛町農業研修施設事業特別会計歳入歳出決

算の認定についての件、日程第１８、認定第４号、令和元年度美瑛町水力発電事業特別会計歳

入歳出決算の認定についての件、日程第１９、認定第５号、令和元年度美瑛町白金泉源事業特

別会計歳入歳出決算の認定についての件、日程第２０、認定第６号、令和元年度美瑛町公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件、日程第２１、認定第７号、令和元年度美

瑛町水道事業会計決算の認定についての件及び日程第２２、認定第８号、令和元年度美瑛町立

病院事業会計決算の認定についての件を一括議題とします。これから各議案の提案理由の説明

を求めます。はじめに、認定第１号について、提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉総務課長。 

（総務課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○総務課長（小杉昌敏君） 認定第１号の提案理由につきましてご説明申し上げます。議案集は

５７頁になります。令和元年度の美瑛町一般会計の歳入歳出決算の認定をお願いするものです。

最初に議案を朗読し、その後、別冊の令和元年度美瑛町各会計決算書及び令和元年度美瑛町各

会計決算に係る行政報告書により、説明をさせていただきます。それでは議案集の５７頁をお

開き願います。 

（議案の朗読を省略する） 

それでは、別冊の令和元年度美瑛町各会計決算書により、ご説明をいたします。歳入歳出決

算書の歳入歳出それぞれ合計額のみ申し上げます。決算書の３頁、４頁をお開き願います。歳

入からになります。歳入合計、予算現額１１６億５，７０７万９，０００円、調定額１１４億

９，１３８万５，９１２円、収入済額１１４億６，７２３万５，３７４円、不納欠損額３５万

１，９４１円、収入未済額２，３７９万８，５９７円、予算現額と収入済額との比較１億

８，９８４万３，６２６円の減。 

次に、歳出についてご説明いたします。歳出につきましても、合計額のみ申し上げます。決

算書の７頁、８頁をお開き願います。歳出合計、予算現額１１６億５，７０７万９，０００円、

支出済額１１２億３，０２８万１，７５２円、翌年度繰越額２億８２０万８，０００円、不用

額２億１，８５８万９，２４８円、予算現額と支出済額との比較４億２，６７９万７，２４８

円、歳入歳出差引残額２億３，６９５万３，６２２円。 
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９頁以降の歳入歳出決算事項別明細書から１６３頁の充用内訳までの説明を省略させていた

だきます。決算書１６４頁になります。実質収支に関する調書になります。実質収支に関する

調書は区分、金額の順に読み上げてまいります。令和元年度一般会計実質収支に関する調書、

１、歳入総額１１４億６，７２３万５，３７４円。２、歳出総額１１２億３，０２８万

１，７５２円。３、歳入歳出差引額２億３，６９５万３，６２２円。４、翌年度へ繰り越すべ

き財源、（１）継続費逓次繰越額０円、（２）繰越明許費繰越額７４９万３，０００円、（３）事

故繰越し繰越額０円、計７４９万３，０００円。５、実質収支額２億２，９４６万６２２円。

６、実質収支額のうち地方自治法２３３条の２の規定による基金繰入額０円。次頁以降の財産

に関する調書につきましては、説明を省略させていただきます。 

次に、別冊の令和元年度美瑛町各会計決算に係る行政報告書により説明いたします。決算に

係る行政報告書の１頁をお開き願います。令和元年度美瑛町一般会計決算に係る行政報告、地

方自治法第２３３条第５項の規定により、令和元年度における主要な施策とその成果について

報告します。以下、１の総括を抜粋の上、朗読し、説明に代えさせていただきます。 

（決算に係る行政報告書の朗読を省略する） 

以上で、認定第１号の提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、認定第２号について提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

今野保健福祉課長。 

（保健福祉課長 今野 聖貴君 登壇） 

○保健福祉課長（今野聖貴君） 認定第２号につきましてご説明を申し上げます。議案集の５８

頁をお開き願います。認定第２号につきましては、令和元年度の美瑛町老人保健施設事業特別

会計歳入歳出決算の認定をお願いするものです。はじめに議案条文を朗読させていただき、そ

の後、決算書と決算に係る行政報告書により説明させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、別冊の美瑛町各会計決算書の１７２、１７３頁をお開き願います。歳入歳出決算の歳

入歳出ともに合計額のみ申し上げます。歳入、歳入合計、予算現額９，８１９万３，０００円、

調定額９，８２４万５７０円、収入済額９，８２４万５７０円、不納決算額０円、収入未済額

０円、予算現額と収入済額との比較４万７，５７０円。 

歳出、歳出合計、予算現計９，８１９万３，０００円、支出済額９，８１９万１，０５０円、

翌年度繰越額０円、不用額１，９５０円、予算現額と支出済額との比較１，９５０円、歳入歳

出差引残額４万９，５２０円。以下、事項別明細書については省略させていただきます。 

次に１７８頁をお開き願います。実質収支に関する調書です。各項目とも区分、金額の順に

申し上げます。１、歳入総額９，８２４万５７０円。２、歳出総額９，８１９万１，０５０円。
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３、歳入歳出差引額４万９，５２０円。４、翌年度へ繰り越すべき財源０円。５、実質収支額

４万９，５２０円。６、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

０円。下記の財産に関する調書については省略させていただきます。 

次に、別冊の決算に係る行政報告書の６９頁をお開き願います。６９頁になります。朗読を

もちまして、説明とさせていただきます。 

（決算に係る行政報告書の朗読を省略する） 

以上で、認定第２号の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、認定第３号について、提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

吉川農林課長。 

（農林課長 吉川 智巳君 登壇） 

○農林課長（吉川智巳君） 認定第３号の提案理由につきましてご説明申し上げます。議案集は

５９頁になります。令和元年度美瑛町農業研修施設事業、農業技術研修センターみのり及び農

業担い手研修センター美進、２施設の特別会計歳入歳出決算の認定をお願いするものでありま

す。それでははじめに議案を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、別冊の決算書１７９頁をお開き願います。歳入歳出決算書につきましては、合計欄の

み申し上げます。歳入、予算現額２，６１９万５，０００円、調定額２，６１１万４，３８６

円、収入済額２，６１１万４，３８６円、収入未済額０円、予算現額と収入済額との比較８万

６１４円の減。 

歳出です。予算現額２，６１９万５，０００円、支出済額２，６１１万４，３８６円、不用

額８万６１４円、予算現額と支出減額との比較８万６１４円。歳入歳出差引残額０円。次頁以

降の歳入歳出事項別明細書については省略させていただきます。 

次に１８５頁をお開きください。実質収支に関する調書です。区分、金額の順に申し上げま

す。１、歳入総額２，６１１万４，３８６円。２、歳出総額２，６１１万４，３８６円。３、

歳入歳出差引額０円。４、翌年度へ繰り越すべき財源０円。５、実質収支額０円。６、実質収

支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額０円。財産に関する調書は省略

いたします。 

次に別冊、決算に係る行政報告書７０頁をお開きください。朗読をもって説明に代えさせて

いただきます。 

（決算に係る行政報告書の朗読を省略する） 

以上で、認定第３号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、認定第４号について、提案理由の説明を求めます。 
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（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

（水道整備室長 長野 克哉君 登壇） 

○水道整備室長（長野克哉君） 認定第４号の提案理由についてご説明を申し上げます。議案集

は６０頁をお開き願います。令和元年度美瑛町水力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定をお

願いするものでございます。はじめに条文を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、各会計決算書及び決算に係る行政報告書によりご説明を申し上げます。決算書の

１８７頁、１８８頁をお開きください。歳入歳出決算書でございます。合計欄のみ申し上げま

す。歳入、予算現額３，２３６万６，０００円、調定額３，２３５万８，１５８円、収入済額

３，２３５万８，１５８円、不納欠損額、収入未済額ともに０円、予算現額と収入済額との比

較７，８４２円の減でございます。 

歳出、予算現額３，２３６万６，０００円、支出済額３，２３５万８，１５８円、翌年度繰

越額０円、不用額７，８４２円、予算現額と支出済額との比較７，８４２円の増、歳入歳出差

引残額は０円でございます。次頁以降の事項別明細書につきましては、説明を省略させていた

だきます。 

次に１９３頁をお開きください。実質収支に関する調書でございます。区分、金額の順に申

し上げます。１、歳入総額３，２３５万８，１５８円。２、歳出総額３，２３５万８，１５８

円。３、歳入歳出差引額、４、翌年度へ繰り越すべき財源、５、実質収支額、６、実質収支額

のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額については、いずれも０円でござい

ます。以下の財産に関する調書は説明を省略させていただきます。 

次に、別冊の決算に係る行政報告書７１頁をお開き願います。朗読をもってご説明とさせて

いただきます。 

（決算に係る行政報告書の朗読を省略する） 

以上で、認定第４号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、認定第５号について、提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） 認定第５号の提案理由についてご説明を申し上げます。議案集

の６１頁をお開き願います。はじめに条文を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、各会計決算書及び決算に係る行政報告書によりご説明を申し上げます。決算書の
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１９４頁、１９５頁をお開き願います。歳入歳出決算書でございます。合計欄のみ申し上げま

す。歳入、予算現額１，６８５万円、調定額１，６８７万５，４５３円、収入済額１，６８７

万５，４５３円、不納欠損額、収入未済額ともに０円でございます。予算現額と収入済額との

比較２万５，４５３円の増でございます。 

歳出、予算現額１，６８５万円、支出済額１，５８１万５，０７９円、翌年度繰越額０円、

不用額１０３万４，９２１円、予算現額と支出済額との比較は１０３万４，９２１円の増でご

ざいます。歳入歳出差引残額は１０６万３７４円でございます。次頁以降の事項別明細書につ

きましては、説明を省略させていただきます。 

次に２０２頁をお開き願います。実質収支に関する調書でございます。区分、金額の順に申

し上げます。１、歳入総額１，６８７万５，４５３円。２、歳出総額１，５８１万５，０７９

円。３、歳入歳出差引額１０６万３７４円。４、翌年度へ繰り越すべき財源０円。５、実質収

支額１０６万３７４円。６、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰

入額０円でございます。次頁の財産に関する調書につきましては、説明を省略させていただき

ます。 

次に、別冊の決算に係る行政報告書の７２頁をお開き願います。朗読をもってご説明とさせ

ていただきます。 

（決算に係る行政報告書の朗読を省略する） 

以上で、認定第５号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、認定第６号について、提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） 認定第６号の提案理由につきまして、ご説明を申し上げます。

議案集の６２頁をお開き願います。令和元年度美瑛町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定をお願いするものでございます。はじめに条文を朗読いたします。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、各会計決算書並びに決算に係る行政報告書によりご説明を申し上げます。決算書の

２０４頁、２０５頁をお開きください。歳入歳出決算書でございます。合計欄のみ申し上げま

す。歳入、予算現額２億９，４３１万２，０００円、調定額３億２２４万９，６５５円、収入

済額２億９，５７６万３，５９３円、不納欠損額６，６４８円、収入未済額６４７万

９，４１４円でございます。予算現額と収入済額との比較は１４５万１，５９３円の増でござ

います。 

次の頁をお開き願います。歳出、予算現額２億９，４３１万２，０００円、支出済額２億
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８，９２０万５８２円、翌年度繰越額０円、不用額５１１万１，４１８円、予算現額と支出済

額との比較５１１万１，４１８円の増、歳入歳出差引残額は６５６万３，０１１円でございま

す。次頁以降の事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 

次に２１８頁をお開き願います。実質収支に関する調書でございます。区分、金額の順に申

し上げます。１、歳入総額２億９，５７６万３，５９３円。２、歳出総額２億８，９２０万

５８２円。３、歳入歳出差引額６５６万３，０１１円。４、翌年度へ繰り越すべき財源０円。

５、実質収支額６５６万３，０１１円。６、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規

定による基金繰入額０円でございます。次の頁の財産に関する調書につきましては、説明を省

略させていただきます。 

次に、別冊の決算に係る行政報告書の７４頁をお開きください。朗読をもってご説明をさせ

ていただきます。 

（決算に係る行政報告書の朗読を省略する） 

以上で、認定第６号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、認定第７号について、提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

長野水道整備室長。 

○水道整備室長（長野克哉君） 認定第７号の提案理由につきまして、ご説明を申し上げます。

議案集の６３頁をお開きください。令和元年度美瑛町水道事業会計歳入歳出決算の認定をお願

いするものでございます。はじめに条文を朗読させていただきます。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、各会計決算書及び決算に係る行政報告書によりご説明を申し上げます。決算書の

２２０頁をお開き願います。美瑛町水道事業会計決算報告書の１、収益的収入及び支出につき

まして、水道事業収益欄及び水道事業費用欄のみ申し上げます。収入、第１款水道事業収益、

当初予算額３億１，７２２万１，０００円、補正予算額５９万円の追加、合計３億１，７８１

万

１，０００円、決算額３億１，８２７万８，９３６円、予算額に比べ決算額の増減４６万

７，９３６円の増。 

支出、第１款水道事業費用、当初予算額３億４２３万８，０００円、補正予算額４９６万

８，０００円の追加、合計３億９２０万６，０００円、決算額３億４０４万７，８６８円、不

用額５１５万８，１３２円、たな卸資産購入限度額執行に伴う仮払消費税及び地方消費税は

８万６，７４９円であります。 

次に２２１頁をお開きください。２、資本的収入及び支出につきまして、資本的収入の欄及
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び資本的支出の欄のみ申し上げます。収入、第１款資本的収入、当初予算額１，４５２万円、

補正予算額７５９万７，０００円の追加、合計２，２１１万７，０００円、決算額２，２１１

万５，７３４円、予算額に比べ決算額の増減１，２６６円の減。 

支出、第１款資本的支出、当初予算額４，７６１万１，０００円、補正予算額３５１万

３，０００円の追加、合計５，１１２万４，０００円、決算額５，０９５万２，５９８円、不

用額１７万１，４０２円、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２，８８３万

６，８６４円は、当年度消費税資本的収支調整額６１万７，５１５円、過年度分損益勘定留保

資金２，８２１万９，３４９円で補てんした。以下、財務諸表及び決算附属書類等につきまし

ては、説明を省略させていただきます。 

次に、別冊の決算に係る行政報告書７６頁をお開きください。朗読をもってご説明とさせて

いただきます。 

（決算に係る行政報告書の朗読を省略する） 

以上で、認定第７号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、認定第８号について、提案理由の説明を求めます。 

（「はい」の声） 

観音町立病院事務局長。 

（町立病院事務局長 観音 太郎君 登壇） 

○町立病院事務局長（観音太郎君） 認定第８号の提案理由につきまして、ご説明申し上げます。

議案集につきましては６４頁になります。認定第８号につきましては、令和元年度美瑛町立病

院事業会計決算の認定をお願いするものであります。はじめに議案条文を朗読し、その後、決

算書及び決算に係る行政報告書によりご説明申し上げます。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、決算書の２４２頁をお開き願います。令和元年度美瑛町立病院事業決算報告書でござ

います。１、収益的収入及び支出につきましては、病院事業収益、病院事業費用の総額のみを

ご説明申し上げます。はじめに収入です。第１款病院事業収益、当初予算額１２億４，９５７

万４，０００円、補正予算額４，４０７万４，０００円の減、予算額合計１２億５５０万円、

決算額１１億７，２６２万９，５４１円、予算額に比べ決算額の増減は３，２８７万４５９円

の減となりました。 

次に支出でございますが、第１款病院事業費用、当初予算額１２億４，９５７万４，０００

円、補正予算額４，４０７万４，０００円の減、予算額合計１２億５５０万円、決算額１１億

７，４６２万２，９９３円、不用額３，０８７万７，００７円でございます。 

次に、２４３頁をお開き願います。資本的支出でございますが、総額のみをご説明申し上げ
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ます。支出、第１款資本的支出、予算額１億６２５万５，０００円、決算額１億６１７万

９，６９８円、不用額７万２，３０２円でございました。資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額１億６１７万９，６９８円は、当年度消費税資本的収支調整額７万１，０７２円、

過年度分損益勘定留保資金１億６１０万８，６２６円で補てんいたしました。以下、財務諸表、

決算附属書類等につきましては、説明を省略させていただきます。 

次に、別冊の決算に係る行政報告書の７８頁をお開き願います。朗読をもって報告といたし

ます。 

（決算に係る行政報告書の朗読を省略する） 

以上で、提案理由の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） 次に、監査委員の審査意見を求めます。 

（「はい」の声） 

大西代表監査委員。 

（代表監査委員 大西 宣充君 登壇） 

○代表監査委員（大西宣充君） 監査委員から令和元年度美瑛町一般会計・特別会計・基金運用

状況等決算の審査意見及び令和元年度美瑛町公営企業会計決算の審査意見を申し上げます。別

紙の意見書をお開き願います。 

はじめに、令和元年度美瑛町一般会計・特別会計・基金運用状況等決算審査の意見を申し上

げます。１、審査の対象は、第１号、令和元年度美瑛町一般会計歳入歳出決算から第８号、地

方自治法施行令第１６６条第２項の規定による調書であります。２、審査の期間は、令和２年

８月３日から８月６日まで４日間実施いたしました。なお、３、審査の会場及び４、審査の方

法についてはご覧のとおりとなっております。５、審査の結果については、各会計決算につい

て、内容を慎重に審査した結果、計数は正確であり、証拠書類及び関係諸帳簿も整備されてお

り、適正に処理されていることを認めます。 

次に、会計ごとの決算の意見についてです。はじめに、一般会計ですが、頁数は１頁から６

頁になります。詳細については、記載のとおりですので省略させていただき、総括意見のみ申

し上げます。 

総括意見といたしましては、一般会計の決算全般において、介護サービス提供基盤整備事業

を活用したグループホーム虹の増築工事や産地パワーアップ事業を活用した地元企業の加工施

設整備などを実施するとともに町民サービスの向上や地方創生の取り組みなど積極的に取り組

んだことが表れています。 

安定的な財政運営に配慮され、各種財政指標の安定も図りながら町政が執行されていますが、

今後、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う関連経費の他、減免措置に伴う各種使用料等の減

収、経済活動の低迷などによる影響も踏まえ、将来を見据えた中長期的な財政計画のもと、予
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算の適正配分を図るなど健全な行財政運営に取り組み、財政構造の弾力性を確保しつつ、町民

福祉の向上に寄与されるよう望みます。 

次に、７頁から９頁の特別会計ですが、詳細並びに総括意見につきましては、記載のとおり

となっておりますので省略させていただきます。 

最後に、１０頁をお開き願います。各基金の運用状況についてですが、審査の結果、正確で

あることを認めます。詳細については、記載のとおりとなっておりますので、省略させていた

だきます。以上、審査意見を申し上げましたが、意見書で読み上げを省略いたしました所につ

いては、後ほどご覧願います。 

続きまして、令和元年度美瑛町公営企業会計決算審査の意見を申し上げます。別紙の意見書

をお開き願います。１、審査の対象は、令和元年度美瑛町水道事業会計及び令和元年度美瑛町

立病院事業会計であります。２、審査の期間は、令和２年７月９日と１０日の２日間で実施い

たしました。３、審査については、省略いたします。４、審査の結果については、両会計決算

について、内容を慎重に審査した結果、計数は正確であり、証拠書類及び関係諸帳簿も整備さ

れており、適正に処理されていることを認めます。 

次に、両会計ごとの決算の意見について申し上げます。はじめに美瑛町水道事業会計です。

頁数は１頁から４頁になります。詳細については、記載のとおりですので、省略させていただ

き、総括意見のみ申し上げます。 

総括意見といたしまして、水道事業会計においては、企業の経済性を発揮し、引き続き経費

の節減に努力され、ライフラインの根幹となる良質な水の安定供給と効率的な事業運営、住民

サービス向上に努められることを望みます。 

次に、町立病院事業会計です。頁数は５頁から８頁になります。同じく、詳細については、

記載のとおりですので、省略させていただき、総括意見のみ申し上げます。 

総括意見といたしまして、病院事業会計においては、医療情勢が厳しい状況にある中、事業

費用の縮減に努めており、経営健全化に向けての努力は認められます。一方で、入院収益につ

いては、患者数が大幅に落ち込み、外来収益も患者数の減少に伴い減収が継続していることな

どから、病院経営にあたっては、新型コロナウイルス感染症拡大の動向を見据え、社会情勢の

変化に応じた運営体制を構築し、引き続き多角的な分析・検討を行い、中長期的な経営を見据

えたビジョンを示すとともに、将来にわたって町民の医療ニーズに応えられるよう、病院経営

の安定化に努められることを期待します。以上、審査意見を申し上げましたが、意見書で読み

上げを省略した所については、後ほどご覧願います。 

監査委員からの審査意見については、以上であります。 

○議長（佐藤晴観議員） 午後２時１５分まで休憩します。 

休憩宣告（午後 ２時００分） 
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再開宣告（午後 ２時１５分） 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

これから、総括質疑を行います。はじめに、８案件に関連する事項について総括質疑を許し

ます。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで８案件に関連する事項についての総括質疑を終わります。 

次に、認定第１号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで認定第１号についての総括質疑を終わります。 

次に、認定第２号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで認定第２号についての総括質疑を終わります。 

次に、認定第３号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで認定第３号についての総括質疑を終わります。 

次に、認定第４号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで認定第４号についての総括質疑を終わります。 

次に、認定第５号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで認定第５号についての総括質疑を終わります。 

次に、認定第６号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで認定第６号についての総括質疑を終わります。 

次に、認定第７号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで認定第７号についての総括質疑を終わります。 

次に、認定第８号について総括質疑を許します。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで認定第８号についての総括質疑を終わります。 

おはかりします。ただいま一括議題となっています、日程第１５、認定第１号から日程第

２２、認定第８号までの８案件の審議については、議長及び監査委員を除く１２名の委員で構

成する、令和２年度美瑛町議会決算審査特別委員会を設置して、閉会中の付託審査とすること
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にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、ただいま一括議題となっています、８案件の審議につい

ては、議長及び監査委員を除く１２名の委員で構成する令和２年度美瑛町議会決算審査特別委

員会を設置して、閉会中の付託審査とすることに決定しました。 

休憩中に決算審査特別委員会を開催し、正副委員長の互選を願います。 

暫く休憩します。 

休憩宣告（午後 ２時１８分） 

再開宣告（午後 ２時３１分） 

○議長（佐藤晴観議員） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

休憩中に令和２年度美瑛町議会決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選が行われ、

その結果がまいりましたので報告します。 

決算審査特別委員会の委員長に１２番山本賢一議員、副委員長に５番大坪正明議員、以上の

とおりであります。 

 

 日程第２３ 報告第１号 令和元年度美瑛町健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２３、報告第１号、令和元年度美瑛町健全化判断比率及び資金

不足比率についての件を議題とします。本件について説明を求めます。 

（「はい」の声） 

小杉総務課長。 

（総務課長 小杉 昌敏君 登壇） 

○総務課長（小杉昌敏君） 報告第１号につきまして、内容を説明いたします。議案集につきま

しては６５頁、６６頁になります。地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及

び第２２条第１項の規定により、令和元年度美瑛町健全化判断比率及び公営企業に係る資金不

足比率について、報告するものでございます。はじめに議案を朗読し、その後、内容をご説明

いたします。議案集６５頁をお開き願います。 

（議案の朗読を省略する） 

次に、議案集６６頁をお開き願います。はじめに、美瑛町健全化判断比率の状況についてで

すが比率区分、令和元年度の欄の順で読み上げてまいります。実質赤字比率、黒字であり、赤

字比率はありません。連結実質赤字比率、同じく黒字であり、赤字比率はありません。実質公

債費比率１０．８％、前年度比０．５％の増でございます。将来負担比率７７．４％、前年度

比１．８％の減でございます。いずれの比率とも早期健全化基準及び財政再生基準を下回って
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おります。 

次に、美瑛町公営企業等会計の資金不足比率の状況についてですが、令和元年度はいずれの

会計区分におきましても資金不足はございません。 

以上で、報告第１号の説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

おはかりします。報告第１号については、これをもって審議を終わりたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、報告第１号の件は報告を終わります。 

 

 日程第２４ 報告第２号 債権の放棄について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２４、報告第２号、債権の放棄についての件を議題とします。

本件について説明を求めます。 

（「はい」の声） 

川合税務課長。 

（税務課長 川合 実智代君 登壇） 

○税務課長（川合実智代君） 報告第２号につきまして、ご説明いたします。議案集は６７頁に

なります。今回の報告につきましては、平成２３年４月１日に施行された美瑛町の債権管理に

関する条例により、債権を適正に管理してまいりましたが、同条例第５条に基づき債権の放棄

をいたしましたので、同条例第６条の規定により、議会に報告するものです。以下、朗読をも

ちまして報告といたします。 

（議案の朗読を省略する） 

以上で、報告第２号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

おはかりします。報告第２号については、これをもって審議を終わりたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、報告第２号の件は報告を終わります。 
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 日程第２５ 意見書案第８号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な 

             悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２５、意見書案第８号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴

う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書についての件を議題としま

す。本件について趣旨説明を求めます。 

（「はい」の声） 

５番大坪正明議員。 

（５番 大坪 正明議員 登壇） 

○５番（大坪正明議員） 朗読をもって、意見書案提案といたします。 

（意見書案の朗読を省略する） 

以上で、ご提案申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２５、意見書案第８号の件を採決します。意見書案第８号、新型コロナウイ

ルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書につい

ての件を、決議することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、意見書案第８号の件は決議することに決定し、決議書を

関係機関に送付することにいたします。 

 

日程第２６ 意見書案第９号 国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２６、意見書案第９号、国土強靭化に資する道路の整備等に関

する意見書についての件を議題とします。本件について趣旨説明を求めます。 

（「はい」の声） 

１０番野村議員。 
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（１０番 野村 祐司議員 登壇） 

○１０番（野村祐司議員） 朗読をもって提案に代えさせていただきます。 

（意見書案の朗読を省略する） 

以上でございます。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２６、意見書案第９号の件を採決します。意見書案第９号、国土強靭化に資

する道路の整備等に関する意見書についての件を、決議することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、意見書案第９号の件は決議することに決定し、決議書を

関係機関に送付することにいたします。 

 

日程第２７ 意見書案第１０号 種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２７、意見書案第１０号、種苗法改正案の慎重な審議を求める

意見書についての件を議題とします。本件について趣旨説明を求めます。 

（「はい」の声） 

１０番野村祐司議員。 

（１０番 野村 祐司議員 登壇） 

○１０番（野村祐司議員） 朗読をもって提案に代えさせていただきます。 

（意見書案の朗読を省略する） 

よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤晴観議員） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」の声） 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」の声） 
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討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２７、意見書案第１０号の件を採決します。意見書案第１０号、種苗法改正

案の慎重な審議を求める意見書についての件を、決議することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。したがって、意見書案第１０号の件は決議することに決定し、決議書

を関係機関に送付することにいたします。 

 

日程第２８ 議員の派遣について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２８、議員の派遣についての件を議題とします。本件について、

地方自治法第１００条第１３項及び美瑛町議会会議規則第１２７条の規定により、別紙のとお

り議員の派遣をしたいと思います。 

おはかりします。本議会は、別紙のとおり議員の派遣をすることにご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、別紙のとおり議員の派遣をすることに決定しました。な

お、派遣場所等に変更が生じた場合には、議長において承認したいと思いますので、了承願い

ます。 

 

日程第２９ 所管事務調査の申し出について 

 

○議長（佐藤晴観議員） 日程第２９、所管事務調査の申し出についての件を議題とします。本

件について、総務文教常任委員会委員長大坪正明議員、産業経済常任委員会委員長野村祐司議

員、議会運営委員会委員長桑谷覺議員から所管事務調査を行うため、閉会中の継続調査の承認

を求める申し出が別紙のとおりありました。 

おはかりします。本件については各委員長から申し出のとおり承認したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「なし」の声） 

異議なしと認めます。したがって、本件は各委員長の申し出のとおり、承認することに決定

しました。なお、派遣地、調査事項等に変更が生じた場合には、議長において承認したいと思

いますので、了承願います。 

 

閉会宣告 
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○議長（佐藤晴観議員） これをもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。

会議を閉じます。令和２年第６回美瑛町議会定例会を閉会いたします。 

 

閉会挨拶 

 

○議長（佐藤晴観議員） はい、定例会２日間にわたってお疲れさまでした。そして決算審査特

別委員会も無事に立ち上がり、決算審査を迎えるというところになっております。世間はやは

り、なんだかんだ言っても今は本当コロナ禍という中で生活をしなきゃいけないという風なこ

とになってます。今は都会と地方とでは大分その状況が変わりつつ、感じ方がですね、変わり

つつあるのかなというところも思うところなんですが、町場で聞きますと、今年は何とか給付

金だ何だでなんとかなることもあるけど、来年度が今からちょっと心配だというような声も聞

こえてきます。内閣も変わり次年度どういうような、これからどんな対策をですね、取ってく

れるのかというところも思うところでありますし、また道や町もですね、いろいろ考えながら

ですね、やっていかなきゃいけないんだろうなという風に強く思うところであります。２日間

終わらせていただきまして、ありがとうございました。お疲れさまでした。 

午後２時５１分 閉会 
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